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令和７年第５回南関町議会定例会（第１号） 

令和７年１２月２日 

午前１０時００分開会 

  議場 

１．議事日程 

開会宣告 

議事日程の報告 

日程第１  会議録署名議員の指名について（１０番 山口純子・１１番 立山比呂志） 

日程第２  会期決定について  

日程第３  諸般の報告について  

日程第４  議案第５８号 南関町「いただきます」を推進するまちづくり条例の制定について 

日程第５  議案第５９号 南関町団体営土地改良事業分担金徴収に関する条例の制定について 

日程第６  議案第６０号 南関町職員等の旅費に関する条例の全部を改正する条例の制定

について 

日程第７  議案第６１号 南関町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の 

            制定について 

日程第８  議案第６２号 南関町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

日程第９  議案第６３号 南関町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１０ 議案第６４号 南関町道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第６５号 南関町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第６６号 南関町地域振興対策基金条例を廃止する条例の制定について 

日程第１３ 議案第６７号 南関町地域福祉基金条例を廃止する条例の制定について 

日程第１４ 議案第６８号 南関町火入れに関する条例を廃止する条例の制定について 

日程第１５ 議案第６９号 令和７年度南関町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１６ 議案第７０号 令和７年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１７ 議案第７１号 令和７年度南関町宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１８ 議案第７２号 令和７年度南関町下水道事業補正予算（第１号）について 

日程第１９ 議案第７３号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部 

変更について 

日程第２０ 議案第７４号 工事請負契約の締結について 

日程第２１ 議案第７５号 工事請負契約の締結について 

日程第２２ 議案第７６号 工事請負契約の変更について 

日程第２３ 議案第７７号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第２４ 議案第７８号 南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第２５ 発委第１号  南関町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 
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日程第２６        一般質問  

①３番 矢野修一  ②２番 福山美佳   

２．出席議員は次のとおりである。（１１名） 

１番 福 山 美 佳           ２番 伊 藤 博 ⾧ 

３番 矢 野 修 一           ４番 西 田 恵 介 

６番 中 村 正 雄           ７番 杉 村 博 明  

８番 井 下 忠 俊           ９番 境 田 敏 高  

１０番  山 口 純 子           １１番 立 山 比呂志   

１２番  立 山 秀 喜 

 

３．欠席議員なし 

   

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名（１２名） 

町 ⾧ 佐 藤 安 彦     副 町 ⾧ 坂 田 浩 之 

教 育 ⾧ 永 杉 尚 久     総 務 課 ⾧ 嶋 永 健 一      

税 務 住 民 課 ⾧ 福 山 光 明     まちづくり課⾧ 田 代 由 紀      

福 祉 課 ⾧ 多田隈 志 保     健 康 推 進 課 ⾧ 猿 渡 隆 史      

経 済 課 ⾧ 武 田 信 幸     建 設 課 ⾧ 田 口  明       

教 育 課 ⾧ 城 野 和 則     会 計 管 理 者 田 中 龍 城   

 

５．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

議 会 事 務 局 ⾧ 武 田  博      議会事務局係⾧  山 下 飛 鳥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

開会 午前１０時００分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 起立。礼。おはようございます。着席。 

ただいまから令和７年第５回南関町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

議事日程等はタブレットに配信のとおりです。 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１０番議員、１１番議員の２名を

指名します。 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 日程第２、会期決定についてを議題にします。 

お諮りします。本定例会の会期については、本日から１２月５日までの４日間にしたいと思

います。 

ご異議ありませんか。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 

〇議⾧（立山秀喜君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日から１２月５日までの４日間とすることに決定しました。 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告の第１点は、令和７年度南関町議会議員視察研修についてです。 

本研修は、去る１１月６日、国会議事堂において、参議院議員本会議の傍聴及び衆議院議員

会館並びに参議院議員会館において、熊本県選出国会議員へ要望書を提出し、意見交換を行い

ました。 

  報告の第２点は、第６９回町村議会議⾧全国大会についてです。 

本大会は、去る１１月１２日、ＮＨＫホールにおいて開催されました。内容は、令和８年度

国の予算編成及び施策に関する要望２８点及び地区要望９点について決議しました。また、元

プロ野球監督で野球評論家の達川光男氏による講演も行われました。大会終了後には、全国町

村会館において、熊本県関係国会議員に対して、要望と意見交換会を行いました。詳細につい

ては、資料を議会事務局に備えておりますので、省略します。 

報告の第３点は、委員会報告についてです。 

文教厚生常任委員会委員⾧から委員会の研修報告が提出されていますので、報告を求めます。

文教厚生常任委員会委員⾧、井下忠俊君。 

〇文教厚生常任委員会委員⾧（井下忠俊君） おはようございます。委員会研修報告を行いたい

と思います。 

令和７年１１月１７日。文教厚生常任委員会研修報告書。 

南関町議会議⾧、立山秀喜様。文教厚生常任委員会委員⾧、井下忠俊。 
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１ 日時 令和７年１１月７日（金） 

２ 研修先 神奈川県寒川町 

３ 参加者 井下忠俊、福山美佳、立山秀喜、山口純子、議会事務局⾧武田博 

４ 内容  寒川町は、面積１３．４２ｋ㎡、人口４８，３１６人（Ｒ７．８．１日現在）

で、主に東京、あるいは湘南のベッドタウンとしての機能を果たしている町でした。この寒川

町は、特に教育．福祉の分野において様々な施策を打ち出し、実行している事でも有名です。 

まず、教育においては、「８年後のめざす姿」を基本目標に置き、「目指すべき事として」２

項目を設定しております。 

１つ目に、時代を超えて目指すべきこととして、①確かな学力を身に付けた児童生徒の育成

（将来どのような社会になっても、自分の力で発見・解決できる力と学びへの意欲を高める）

②豊かな情操と道徳心を備えた児童生徒の育成（自他を尊重する心を育みながら、規律意識や

公共の精神を大切にする教育）③心身共に健やかな児童生徒の育成（日々の中での心の整え方

等、生きる上で基礎となる健やかな心と体づくりの推進） 

２つ目に、時代に応じて目指すべきこととして、④外国語による積極的コミュニケーション

能力を身に付けた児童生徒の育成（外国人指導者の充実により、質の高い授業の展開と学校生

活全般における外国語使用の生活体験の創出）、⑤情報活用能力を身に付けた児童生徒の育成

（情報及びその技術を活用することにより、自分の考えを形成していくための資質・能力の育

成）を、五つの柱として進められています。 

その中において、学校・家庭共に子供を育てるという観点から、全国学力・学習状況調査の

結果を各家庭まで公表することにより共有し、その上で、点数にこだわらない教育を目指され

ており、他にも英語教育では日常会話を中心にＡＩを取り入れられていましたが、これについ

ては、スタートしたばかりで、まだ改善の余地もあるということでした。また、子供たちが日々

食べている学校給食の内容を、家庭や地域の方にも身近に感じて頂くため、その献立やレシピ

をホームページ上で公表されており、地域全体での食育を推進されていました。 

次に、子育てに関しては、「さむかわ子育てガイド」という冊子が発行されていて、これは主

に子育てスケジュールというもので、項目ごとに、まず（妊娠がわかったら）ということで、

母子手帳から給付金、検診並びに父母の教室・講座まで、案内されています。次に（子ども家

庭センター）のページでは各種、相談窓口の案内、そして（赤ちゃんが生まれたら）では、検

診、各保険の手続き、育児相談等多岐にわたっての案内、その後は保育所をはじめ、サポート

センターやサークル、子育て支援施設など各支援事業所の紹介、そして小学校の案内と盛りだ

くさんです。他にも、子供と遊べるスポット紹介や食育や災害に備えた内容など、これ一冊あ

れば、本当に何も心配はいらないのではと、思われるものでした。またこの中身は、福祉課だ

けでなく必要であれば、例えば建設・経済の担当課をも、巻き込んだ事業でもあることでした。

本当に子供中心に進められていることがはっきりとわかる一冊でした。 

最後に高齢者につきましては、また「チームオレンジ」という団体があり、オレンジリング

からの進化系ということでした。オレンジリングは介護サポートでしたが、チームオレンジは、

主に認知症に特化したもので、その当事者や家族などのサロンや簡単なゲームなどでの居場所

づくり的な要素も持っていました。その傍ら、講演会なども開催し、その登録者数は令和７年
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１０月３１日現在、２２１名になるということでした。今、高齢化率が４２％を超える南関町

においては、このような団体の育成も必要になるのではと、思うところです。他にも「６５歳

からのサポートブック」という高齢者の方を支える冊子も発行されています。これは包括支援

センター・社会福祉協議会・福祉課などの協力により作られたそうです。また「寒川版エンデ

ィングノート」が発行され、地域イベントや高齢者向けの交流会などで配布されていて、その

上で、書き方講座を定期的に開催されているとのことでした。 

  このような形で、極端に言えば誕生前から亡くなるその時まで、教育・福祉にと、本当に寄

り添った施策がなされていることに驚かされたところでした。同じ町とはいえ、規模も人口も

大きく違う為、全てとは言いませんが、この南関町においてもできることがあれば、大いに参

考にして提案していきたいと思った内容の研修でした。 

〇議⾧（立山秀喜君） 報告の第４点は、委員会報告についてです。 

総務産業常任委員会委員⾧から、委員会の研修報告が提出されています。報告を求めます。 

総務産業常任委員会委員⾧、杉村博明君。 

〇総務産業常任委員会委員⾧（杉村博明君） おはようございます。総務産業常任委員会の研修

報告を行います。 

令和７年１１月２６日、総務産業常任委員会研修報告。 

南関町議会議⾧、立山秀喜様。総務産業常任委員会委員⾧、杉村博明。 

１、研修期間 令和７年１１月７日（金） 

２、場所 東京都国立市（株式会社エマリコくにたち） 

３、参加者 杉村博明、西田恵介、境田敏高、立山比呂志、矢野修一、伊藤博⾧、 

議会事務局 山下飛鳥 

研修の目的と内容。総務産業常任委員会では都会で営む農産物の販売を手掛ける組織である

株式会社エマリコくにたちで視察研修を行ってきた。我々、熊本県南関町の田舎での野菜など

の生産から販売は、都会の農業関係者との違いは、高齢化や耕作放棄地の増加により、荒廃地

が増加する中で、農業を如何に発展させ維持させていくか喫緊の課題で相続等の悩みが課題で

あり、都会の農業の在り方を学んだ。 

組織の概要について。株式会社エマリコくにたちについて、本多航所⾧及び兼田健氏より、

懇切丁寧な説明があり、起業の生い立ちとしては地元国立市にある一橋大学の卒業メンバー３

名で２０１１年に法人化され、商店街で週１回の販売からスタートし、地元有志２０名が出資、

起業当時は取引農家１０軒超で現在は１５０軒になっている。事務所はデパートの一室を借り、

飲食店事業を兼ね酒類など多岐に渡り営業され、国立市駅周辺には野菜等の直売所を数店営ま

れ、近隣の農家さんより新鮮な野菜等を仕入れ販売されていた。仕入れは会社より、直接農家

さんに出向き仕入れられ、各販売所で販売を行われていた。また、１５０軒以上の東京農家ネ

ットワークを有され、野菜はもちろん、果樹、米、花、卵、牛乳など生産品も多様とのことであ

った。  

  先ほど述べたように、農業の課題は高齢化による生産者の減少、後継者の不足で田舎も都会

農業も同じ悩みであることが確認でき、これからの日本農業が心配であり、日本全国の農業に

対する意識改革が重要と思われた。 
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以上、総務産業常任委員会の研修報告を終わります。 

〇議⾧（立山秀喜君） 報告の第５点は、例月出納検査及び令和７年度財政援助団体等に対する

監査についてです。 

本件については、南関町監査委員に関する条例第１４条の規定に基づき、南関町監査委員、

良田和彦君、立山比呂志君から令和７年度・令和７年８月分、９月分、１０月分の出納検査結

果について及び令和７年度財政援助団体等に対する監査の結果について報告がなされています。 

内容については、お手元に配信していますので、これを省略します。 

これで諸般の報告を終わります。 

ここで町⾧から挨拶の申出があっていますので、これを許します。町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） 皆様、改めましておはようございます。 

  令和７年 第５回南関町議会定例会の開会において、条例の制定について、条例の一部を改

正する条例の制定について、条例を廃止する条例の制定について、令和７年度補正予算につい

て、工事請負契約の締結について、南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて、その他諸議案のご審議をお願いするに当たり、一言ご挨拶を申し上げ、議員の皆様並び

に町民の皆様に一層のご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。 

さて、今年も残り１か月となり、短い秋から冬の季節を迎えることになりますが、本年も全

国では、線状降水帯の発生に伴う豪雨被害や地震被害など、災害が当たり前のような自然環境

となってきております。南関町においては、近隣市町でも大きな被害が発生したにもかかわら

ず、昨年に引き続き、災害が少ない落ち着いた年であったように思います。しかし、災害は時

期・時間に関係なく発生しますので、今後も気を緩めることなく、町民の皆様との防災に対す

る認識の共有等も図っていくとともに、更に減災に向けた取り組みを進めていきたいと思いま

す。新型コロナウイルス感染症については少し落ち着いてはおりますが、この５年余りで私た

ちを取り巻く環境や経済状況も大きく変わっておりますし、ここにきて、インフルエンザの流

行が早まっているような気配でもありますので、町としても引き続きの対策を図っていかなけ

ればならないと考えております。 

国においては、日本で初めてとなる女性の高市総理が誕生し、連立与党の相手となる政党も

公明党から日本維新の会に変わり、まだまだ厳しい国会運営となっており、中国との関係悪化

が気になるところではありますが、引き続き、国民の生活を重視した地方創生等の取り組みを

しっかりと行っていただきたいと思います。そして、今後も誰もが、どこに住んでいても安心

して生活ができるような政策を願うものであります。 

さて、本町では、南関版コンパクトシティ構想を進めており、既に役場新庁舎が完成し、う

から館につきましても、集会交流機能と飲食機能、図書館機能に広場を備えた多世代交流拠点

施設として愛称をローマ字表記の「ｕｋａｒａ」としてリニューアルし、令和７年６月に集会

交流施設がプレオープン、１０月８日トッパの日にグランドオープンし、カフェの開業と新図

書館「このみｃｈ－ｉ」も開館しました。また、１０月８日には町政施行７０周年記念式典を

開催し、先達の残された功績を称えるとともに次の世代へ繋ぐこれからの南関町を考える良い

機会と捉え、子どもから大人まで全ての年代の方の参加により、次の１０年に向かう新しい流

れとしたところであります。１０月１６日（木）には、ｕｋａｒａにおいて、全国から参加さ
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れた方により「元気高齢者によるまちづくり実践研究会」ｉｎ南関町が開催され、南関町の介

護予防リーダーをはじめ約１８０名の皆さんにより「健康寿命日本一のまちづくり宣言」が行

われ大変盛り上がったところですが、今後は、更に町民の皆さんの元気づくりに取り組んでい

ただくとともに、町としても、検診体制や介護予防事業の強化を図っていかなければならない

と考えております。 

また、町では昨年に引き続き１０月に各校区での町政懇談会を開催し、今年度は初めての取

組となる全体区⾧会と併せた日程を設定しましたが、４日間で考えると必ずしもたくさんの参

加者とは言えないような状況でもありますので、開催方法等も再検討していく必要があると思

います。そのような中でも、それぞれの地域での問題点や課題などの質問・要望も出していた

だきましたので、今後の町政に役立たせていきたいと考えております。 

また、１１月１６日（日）に開催いたしました第３５回ふるさと関所まつりも秋晴れの中で、

町内外からたくさんのご来場の方で大盛会でありましたし、１２月７日（日）には防災広場一

帯で、１１チームの参加により町駅伝大会が開催されることになっております。そのほかにも、

秋から冬にかけては提案型助成事業やマルシェ開催事業として、１０月１９日（日）のカント

リーミュージック・フェスティバルｉｎなんかん、１１月８・９日（土日）のヤマチク・いただ

きの日、１１月３０日（日）の松風音楽村フェスティバル２０２５が立て続けに開催され、年

内の１２月２０・２１日（土日）には、なんかんクリスマス・マーケットがｕｋａｒａで開催

されることになっております。いずれも活気あふれるイベントとなっており、南関町の活性化

に繋がっているものであり、これからも、住民の皆様が企画されたいイベントや催しなどを提

案型助成事業やマルシェ開催事業でしっかりと応援していきたいと考えております。 

つい最近の明るいニュースでありますが、議会の中でも報告をさせていただいておりました、

沖縄を除く、九州１か所の衛星通信施設の用地売買契約が１１月２８日に締結されました。詳

細につきましても早く報告をしたいと考えておりますが、関係企業のほうが詳細についてはも

うしばらく待ってほしいということでありますので、そういった情報が、皆様方にお知らせで

きるときが来ましたら、すぐに報告をさせていただきたいと考えております。 

  そして、本定例会は、１８期議員の皆様とは定例会としては最後の議会となりますので、特

に意義深い議会になるものと思います。 

  以上、現在の状況等も含めて、お話をさせていただきましたが、今回の議案の提案につきま

しては、南関町「いただきます」を推進するまちづくり条例の制定についてのほか条例の制定

についてが１件、南関町職員等の旅費に関する条例の全部を改正する条例の制定について、南

関町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてのほか条例の一部

を改正する条例の制定についてが４件、南関町地域振興対策基金条例を廃止する条例の制定の

ほか条例を廃止する条例の制定についてが２件、令和７年度南関町一般会計補正予算について

のほか各特別会計の補正予算についてが２件、令和７年度南関町下水道事業補正予算について、

熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について、工事請負

契約の締結についてが３件、公の施設の指定管理者の指定について、南関町教育委員会委員の

任命につき同意を求めることについてを提案しております。 

 特に、一般会計補正予算は、総務課・町⾧・町議会議員一般選挙費の「報酬外」２，５８３万
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９，０００円、経済課・農地費の「工事請負費」１，６５１万９，０００円、建設課・農地等災

害復旧費の「工事請負費・現年災分」１，１２３万１，０００円、河川等災害復旧費の「工事請

負費・現年災分」９２６万３，０００円、まちづくり課・企画費の「積立金」２億２，７７７万

２，０００円など、２億９，０７９万１，０００円を追加し、一般会計の総額を７６億１，１０

２万円としているところであります。 

ご審議のうえ、ご承認賜わりますようお願い申し上げまして定例会開会に当たってのご挨拶

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） お諮りします。 

日程第４、議案第５８号から日程第２５号、発委第１号までの議案を一括上程し、提案理由

の説明を求めたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［ 「異議なし」と呼ぶ者あり ］ 

〇議⾧（立山秀喜君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第４、議案第５８号から日程第２０号、発委第１号までの議案を一括上程

することに決定しました。 

〇議⾧（立山秀喜君） 議案は、タブレットに配信しております。 

議案名を議会事務局⾧に朗読させますので、確認してください。事務局⾧。 

〇議会事務局⾧（武田博君） おはようございます。議案名を申し上げます。 

日程第４  議案第５８号 南関町「いただきます」を推進するまちづくり条例の制定について 

日程第５  議案第５９号 南関町団体営土地改良事業分担金徴収に関する条例の制定について 

日程第６  議案第６０号 南関町職員等の旅費に関する条例の全部を改正する条例の制定 

について 

日程第７  議案第６１号 南関町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の 

            制定について 

日程第８  議案第６２号 南関町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について 

日程第９  議案第６３号 南関町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第１０ 議案第６４号 南関町道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第６５号 南関町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第６６号 南関町地域振興対策基金条例を廃止する条例の制定について 

日程第１３ 議案第６７号 南関町地域福祉基金条例を廃止する条例の制定について 

日程第１４ 議案第６８号 南関町火入れに関する条例を廃止する条例の制定について 

日程第１５ 議案第６９号 令和７年度南関町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第１６ 議案第７０号 令和７年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１７ 議案第７１号 令和７年度南関町宅地分譲事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１８ 議案第７２号 令和７年度南関町下水道事業補正予算（第１号）について 

日程第１９ 議案第７３号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の 

一部変更について 
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日程第２０ 議案第７４号 工事請負契約の締結について 

日程第２１ 議案第７５号 工事請負契約の締結について 

日程第２２ 議案第７６号 工事請負契約の変更について 

日程第２３ 議案第７７号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第２４ 議案第７８号 南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第２５ 発委第１号  南関町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

以上でございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 配信漏れ等はありませんか。 

［ 「ありません」と呼ぶ者あり ］ 

〇議⾧（立山秀喜君） 配付漏れなしと認めます。 

それでは、ただいまから提案理由の説明を求めます。 

担当職員は順次説明をしてください。まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（田代由紀君） おはようございます。 

「第５８号議案、南関町「いただきます」を推進するまちづくり条例の制定について」提案

理由及び議案の説明をいたします。提案理由といたしまして、「いただきます」は、単なる食

事の挨拶を告げるだけでなく、命と人への感謝を込めた挨拶であり、全ての人が社会生活を営

む上で必要不可欠な言葉、礼儀であるため、地域の絆や食の重要性を認識し、人とのつながり

を大切にするまちづくりの一環として「いただきます」を推進することにより、明るく健全な

まちづくりに寄与するためとしております。 

次のページをお開きください。条例事項内容について説明いたします。第１条に目的といた

しまして、直前に「いただきます。」直後に「ごちそうさまでした。」の挨拶を日頃から心がけ

料理を提供していただいた方への感謝を忘れず、家族や地域の絆を深め、思いやりの心を育む

ことで、明るく健全なまちづくりを目指すこととしております。第２条に、定義といたしまし

て、全ての町民が社会生活を営む上で必要不可欠な言葉及び礼儀であるため、あらゆる食事の

機会において啓発を図ることとしております。第３条に、推進体制としまして、１項にこの条

例の目的の達成のため、町⾧は、町、商工会、教育機関、保育機関、町内に事業所を有する法

人、各行政区の⾧及び各種団体の⾧と連携し、あらゆる機会を通し推進すること。としており、

第２項に、町⾧は必要であると認めた場合には、関係機関を招集し、または文書等により周知

に努めるとともに、掲示物等を作成し啓発を図ることとし、第３項に、関係機関は、この条例

の目的を理解し、積極的に啓発を図るとしております。最後に附則といたしまして、この条例

は令和８年１月１日から施行するとするものでございます。 

ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○経済課⾧（武田信幸君） おはようございます。「第５９号議案、南関町団体営土地改良事業分

担金徴収に関する条例の制定について」提案理由及び議案のご説明を申し上げます。提案理由

は、南関町団体営土地改良事業に要する費用に充てるため、土地改良法第９６条の４の規定に

より準用する同法第３６条の規定、または地方自治法第２２４条の規定による分担金を徴収す

ることに関し、必要な事項を定めるものでございます。 

次のページをお開きください。南関町団体営土地改良事業分担金徴収に関する条例。第１条
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では趣旨、第２条では定義、第３条から第５条までにつきましては、分担金の徴収を受けるも

の。分担金の徴収基準及び額。分担金の納期及び徴収方法をそれぞれ定めるものでございます。

第６条から第７条において、特別な事情の場合について、それぞれの場合について定めている

ものであります。附則としてこの条例は公布の日から施行することとしております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

○総務課⾧（嶋永健一君） おはようございます。「第６０号議案、南関町職員等の旅費に関する

条例の全部を改正する条例の制定について」提案理由及び議案の説明をいたします。提案理由

は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律、令和６年法律第２２号の施行に

伴い、本町の一般職員及び特別職（町⾧、副町⾧及び教育⾧）等の旅費に関する規定を改正す

る必要があるためでございます。 

次のページをお願いいたします。改正条文でございます。南関町職員等の旅費に関する条例。

南関町職員等の旅費に関する条例（昭和５４年条例第１６号）の全部を改正する。第１条で趣

旨をまず謳います。第２条で定義を示し、第１項から第５項までは、従前規定を引用し、新た

に第６項、旅行役務提携、提供者を加え、第３条で旅費の支給、第４条で、旅行命令等、第５条

で旅行命令等に従わない旅行についてを定め、第６条で旅費の種目を定め、従前定められてい

た車賃、日当、嘱託料が廃止されたことを受けまして、新たに、その他の交通費、包括宿泊費、

宿泊手当を定めております。第７条で旅費の計算、第８条で旅費の請求手続を定めるものでご

ざいます。第９条から第１８条までは、第６条で示しました旅費の種目のそれぞれについて定

めるものでございます。第１９条から第２１条までは、それぞれの旅費について定め、第２２

条で旅費の支給額の上限について定めております。２３条から２５条において特別な事情の場

合について、それぞれの場合についてを定めております。 

附則としましてこの条例は令和８年４月１日から施行するものでございます。また、附則の

第３条で、南関町固定資産評価審査委員会条例（昭和３０年条例第３５号）の一部を次のよう

に改定するものでございます。第１５号中の町職員旅費の支給条例を南関町職員等に旅費に関

する条例に改め、附則第４条で、南関町⾧等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように

改めるものでございます。第４号第２項中、旅費の額を宿泊費基準額及び宿泊手当額に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。第２項、前項の旅費の種目は鉄

道船賃、航空賃、その他交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。別表第２の次の表

のように改めるものでございます。続きまして、附則第５条で、南関町パートタイム会計年度

職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正するもの

でございます。第１０条第２項中、南関町職員等の旅費に関する条例第２８条を南関町職員等

の旅費に関する条例に改めるものでございます。 

以上で提案理由及び議案の説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

○税務住民課⾧（福山光明君） おはようございます。「第６１号議案、南関町印鑑の登録及び証

明に関する条例の一部を改正する条例の制定について」提案理由及び議案内容のご説明を申し

上げます。提案理由といたしましては、南関町役場で印鑑登録証明書の発行に関して、条例の
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一部を改正し、住民サービスの向上を図る必要があるためでございます。 

次のページをお願いします。南関町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例。

南関町印鑑の登録及び証明に関する条例（昭和５１年条例第９号）の一部を次のように改正す

る。第１０条第１項の次にただし書を加える。ただし、印鑑登録者が自ら申請する場合で、規

則で定める。本人を証明する書類を提示するときは、印鑑登録証の提示を省略することができ

る。第１０条第２項中「町⾧は」の次に「前項の規定による」を「かつ印鑑登録証」の次に、

「又は本人を証明する書類」を加える。附則としましてこの条例は令和８年１月１日から施行

する。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 福祉課⾧。 

○福祉課⾧（多田隈志保君） おはようございます。「第６２号議案、南関町特定教育保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定につい

て」提案理由及び内容をご説明申し上げます。提案理由は、児童福祉法等の一部を改正する法

律及び児童福祉施設の整備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令により、条例の

一部を改正する必要があるためでございます。 

次のページをお開きください。南関町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例。第１条、南関町特定教育保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例。第２条、南関町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例。第３条、南関町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を次のように改正するもので、内容につきましては、保育士など

子どもに関わる職員等虐待に関する通告義務及び乳幼児の健診内容の結果の把握、放課後児童

健全育成事業においての安全計画の策定等に関するものでございます。また、本条例の改正は、

将来的な制度導入に備え、関係する条文を整備するもので、文言の追加修正などを行うもので

ございます。附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

続きまして、「第６３号議案、南関町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制

定について」提案理由及び内容をご説明申し上げます。提案理由は、県内及び近隣市町との均

衡を図り、所得変動による還付に伴う被保険者の負担軽減を行う必要があるためでございます。

次のページをお開きください。南関町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。南

関町後期高齢者医療に関する条例の一部を次のように改正する。第４条第１項の表を次のよう

に改める。第１期を７月に、第２期を８月に第３期を９月に第４期を１０月に、第５期を１１

月に、第６期を１２月に、第７期を１月に、第８期を２月とし、これまでの納期月を６期から

８期へ改正するものでございます。附則としましてこの条例は令和８年４月１日から施行する

ものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 建設課⾧。 

○建設課⾧（田口明君） おはようございます。「第６４号議案、南関町道路占用料条例の一部を

改正する条例の制定について提案理由及び内容の説明を申し上げます。提案理由といたしまし

て、道路占用料の適正化を図るとともに、道路占用料の徴収の対象となる占用物件を加える必
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要があるためでございます。 

次のページをお開きください。南関町道路占用料条例の一部を次のように改正する。別表を

占用物件の種類別に実態に応じた負担となるよう改める内容となっております。附則といたし

まして、この条例は令和８年４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、「第６５号議案、南関町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」提案理由及び内容のご説明を申し上げます。提案理由といたしまして、南関町道路占用

料条例の一部を一部改正に伴い、使用料について、準用する条例の一部を改正する必要がある

ためでございます。 

次のページをお開きください。南関町法定外公共物管理条例の一部を次のように改正する。

第３条第２号中、「たい積し」とあるものを、「堆積し」に改めるものでございます。第１２条

第１項、行為の許可を受けた者は、法定外公共物を使用する場合は、使用料を納付しなければ

ならない。第２項、使用料の額の算定については、南関町道路占用料条例第２条及び別表の規

定を準用する。また、別表を削除するものでございます。附則といたしまして、この条例は令

和８年４月１日から施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 税務住民課⾧。 

○税務住民課⾧（福山光明君） 「第６６号議案、南関町地域振興対策基金条例を廃止する条例

の制定について」提案理由及び議案内容のご説明を申し上げます。提案理由といたしましては、

本基金は目的を達成し、資金を全て活用し、今後存続させる必要がなくなったためでございま

す。次のページをお願いします。南関町地域振興対策基金条例を廃止する条例。南関町地域振

興対策基金条例（平成２５年条例第６号）は廃止する。附則としましてこの条例は令和８年３

月３１日から施行する。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 福祉課⾧。 

○福祉課（多田隈志保君） 「第６７号議案、南関町地域福祉基金条例を廃止する条例の制定に

ついて」提案理由及び内容をご説明申し上げます。提案理由は、低金利のため初期目的の事業

運営ができず、先導的事業実績もないためでございます。次のページをお開きください。南関

町地域福祉基金条例を廃止する条例。南関町地域福祉基金条例（平成４年条例第１号）は廃止

する。附則としまして。この条例は令和８年３月３１日から施行するものでございます。また、

経過措置としまして、この条例による廃止前の南関町地域福祉基金条例の規定により積立てら

れた基金は、南関町一般会計に繰り入れるものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君）経済課⾧。  

○経済課⾧（武田信幸君） 「第６８号議案、南関町火入れに関する条例を廃止する条例の制定

について」提案理由及び内容の説明を申し上げます。提案理由は、南関町火入れに関する条例

は、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２１条に基づく火入れ許可に関する手続を定めた

ものであり、同条の法的に基づく手続規定にとどまるものであります。したがって、火入れ許
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可に関する具体的な手続や基準については、条例によらず、規則で定めることで足りることか

ら、本条例を廃止するものであります。次のページをお開きください。附則として、この条例

は令和８年１月１日から施行することとしております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

○総務課⾧（嶋永健一君） 「第６９号議案、令和７年度南関町一般会計補正予算（第４号）につ

いて」ご説明いたします。１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ２億９，０７９万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億

１，１０２万円とするものでございます。 

２ページをお開きください。歳入でございます。１款町税は、１項町民税に１，１２０万円

を追加して３億４，９１２万７，０００円とし、予算総額を１４億２，８６３万１，０００円

とするものでございます。１３款分担金及び負担金は１項分担金に３３万４，０００円を追加

して、予算総額を３，１０５万５，０００円とするものでございます。１５款国庫支出金は１

項国庫負担金に６７７万７，０００円を追加して、６億７８５万５，０００円とし、２項国庫

補助金から５３万７，０００円を減額して３億８，１０８万２，０００円とし、３項国庫委託

金に４１万６，０００円を追加して３３７万８，０００円とし、予算総額を９億９，２３１万

５，０００円とするものでございます。１６款県支出金は、１項県負担金に３０万円を追加し

て３億２，４５６万２，０００円とし、２項県補助金に２，２４９万９，０００円を追加して

２億８，９１２万５，０００円とし、３項県委託金に４，００４万４，０００円を追加して３，

３９６万５，０００円とし、予算総額を６億４，７６５万２，０００円とするものでございま

す。１９款繰入金は、１項基金繰入金に２億１，６７７万２，０００円を追加して、６億１，８

７２万円とするし、予算総額を６億３，１９５万７，０００円とするものでございます。２１

款諸収入は、４項雑入に１，８０８万６，０００円を追加して４，１０７万２，０００円とし、

予算総額を６，２７７万５，０００円とするものでございます。２２款１項町債は１，４９０

万円を追加して７億４，３３０万円とするものでございます。歳入合計は補正前の７３億２，

０２２万９，０００円に補正額２億９，０７９万１，０００円を追加して、７６億１，１０２

万円とするものでございます。 

３ページをお願いいたします。歳出でございます。１款議会費は、１項議会費に１３万６，

０００円を追加して８，４６３万６，０００円とするものでございます。２款総務費は１項総

務管理費に２億２，９４０万１，０００円を追加して、１４億３，５６４万５，０００円とし、

３項戸籍住民基本台帳に３３８万４，０００円を追加して５，２３１万３，０００円とし、４

項選挙費から４３０万４，０００円を減額して、４，３３４万６，０００円とし、５項統計調

査費から３，０００円を減額して、１，０７４万１，０００円とし、予算総額を１６億６，８４

２万４，０００円とするものでございます。３款民生費は１項社会福祉費に１，１９８万円を

追加して、１５億２，８６０万４，０００円とし、２項児童福祉費に３５万６，０００円を追

加して、６億９，３７４万１，０００円とし、予算総額を２２億２，２３４万５，０００円とす

るものでございます。４款衛生費は、１項保健衛生費に９７万１，０００円を追加して１億６，

８９２万８，０００円とし、予算総額を４億５，１２３万９，０００円とするものでございま
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す。５款農林水産費、水産業費は１項農業費に１，６６３万１，０００円を追加して３億７，

５８７万円とし、予算総額を４億５７２万４，０００円とするものでございます。６款商工費

は１項に商工費１７１万３，０００円を追加して１億７５５万７，０００円とするものでござ

います。７款土木費は１項土木費から１９７万３，０００円を減額して７，５９１万７，００

０円とし、２項道路橋梁費に１０６万４，０００円を追加して３億７，０５６万５，０００円

とし、４項住宅費に１８３万円を追加して、８，１４１万３，０００円とし、５項下水道費に

３６万１，０００円を追加して８，８３１万８，０００円とし、予算総額を７億１４９万３，

０００円とするものでございます。８款消防費は１項消防費に３９万５，０００円を追加して

３億２，５５８万７，０００円とするものでございます。９款教育費は１項教育総務費に４５

万４，０００円を追加して８，８９１万１，０００円とし、２項小学校費に１１５万６，００

０円を追加して、１億４，９１３万１，０００円とし、３項中学校費に６４万７，０００円を

追加して１億３，２３２万６，０００円とし、４項社会教育費に１８４万６，０００円を追加

して１億５，７４５万円とし、５項保健体育費に３４２万１，０００円を追加して２億８５２

万２，０００円とし、予算総額を７億３，６３４万円とするものでございます。１０款災害復

旧費は１項農林水産施設災害復旧費１，１５２万１，０００円を追加して６，２１９万９，０

００円とし、２項公共土木施設災害復旧費に９２６万３，０００円を追加して２，３２６万４，

０００円とし、予算総額を８，５４６万３，０００円とするものでございます。１２款予備費

は１項予備費に１，０００円を追加して１，２７０万２，０００円とするものでございます。

歳出合計は補正前の７３億２，０２２万９，０００円に補正額２億９，０７９万１，０００円

を追加し、７６億１，１０２万円とするものでございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 説明の途中ですが、ここで１０分間休憩いたします。 

―――――――〇――――――― 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

説明の途中でありましたので、これを続行します。総務課⾧。 

○総務課⾧（嶋永健一君） ５ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費の説明でござい

ます。繰越明許費として、２款総務費、１項総務管理費の旧庁舎等解体事業、３億３，８３８万

５，０００円、５款農林水産費、１項農業費の防災重点ため池等整備事業の６，２０６万円、７

款土木費、２項道路橋梁費の道路新設改良事業１億４９７万９，０００円、９款教育費、５項

保健体育費の総合運動公園整備事業の５，１３６万４，０００円、１０款災害復旧費、１項農

林水産施設災害復旧費の農地等災害復旧事業（令和７年災）４，５４１万６，０００円、２項公

共土木施設災害復旧費の河川等災害復旧事業（令和７年災）９２６万４，０００円を設定して

おります。６ページ第３表は、債務負担行為の補正で追加でございます。追加分につきまして

は、地域福祉計画及び障害福祉計画策定業務委託料の期間を令和８年度、限度額を９００万と

し、道路維持工事の期間を令和８年度、限度額を１，８００万円とするものでございます。７

ページ、第４表は地方債の補正でございます。変更分については、補正後の限度額を申し上げ
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ます。道路橋梁整備事業の限度を１億４，０１０万円とし、消防防災施設設備整備事業の限度

額を２，１５０万円とし、農業水路等整備事業の限度額を１，６２０万円とし、災害復旧事業

の限度額を１，１１０万円とするものでございます。８ページと９ページは歳入歳出補正予算

事項別明細書の総括表でございます。 

１０ページをお開きください。歳入の内訳でございます。主なものについて説明いたします。

上段の１款町税、１項町民税、１目個人１節現年課税分として１，１２０万円を追加するもの

です。１５款国庫支出金、１項国庫負担金、３目災害復旧費国庫負担金、１節公共土木施設災

害復旧費国庫負担金に現年災として６１７万７，０００円を追加するものです。１１ページを

お願いします。中段の１６款県支出金２項県補助金、４目農林水産費県補助金、１節農業費県

補助金に、団体営農業農村整備事業補助金として１，１６８万円を追加し、９目災害復旧費県

補助金、１節農林水産施設災害復旧費県補助金に現年災として１，０８３万９，０００円を追

加するものです。１２ページをお願いします。１９款繰入金、１項基金繰入金は、１目１節財

政調整基金繰入金から１，１００万円を減額し、１６目１節地域福祉基金繰入金に２億２，７

７７万２，０００円を追加するものです。２１款諸収入、４項雑入、１目１節過年度収入に、

障害者自立支援給付国庫負担金としまして４８１万６，０００円。障害者自立支援給付費等県

負担金として２３３万２，０００円を追加し、２目４節雑入に後期高齢者医療市町村療養給付

負担金返還金としまして１，０７４万９，０００円を追加するものです。２２款１項町債、１

目農林水産業債、２節農業債に農業水路等整備事業債として、３６０万円を追加し、３目土木

債、１節道路橋梁債に道路橋梁整備事業債として１００万円を追加し、６目消防費、１節に消

防防災施設整備事業債に７００万円を追加し、７目災害復旧費、１節農林水産施設災害復旧債

に３０万円を追加し、２節公共土木施設災害復旧費に３００万円を追加するものです。 

１３ページからは歳出の内訳でございます。それぞれの３節職員手当等、４節共済費の人件

費関係は、決算見込みによるものでございます。それ以外のものについてご説明をいたします。

１３ページの中段お願いします。２款総務費、１項総務管理費、２目企画費の２４節積立金、

ふるさとづくり基金積立金として、２億２，７７７万２，０００円を追加しております。１４

ページ中段から１６ページの上段にかけまして、当初予算に計上しておりました、４項選挙費、

５目町⾧選挙及び９目町議会議員一般選挙費を１１目町⾧町議会議員一般選挙費に予算の組替

えを行っております。１８ページ中段になります。５款農林水産業、１項農業費、４目１４節

工事請負費に、防災重点ため池等整備工事としまして、１，６５１万９，０００円を追加して

おります。１９ページ下段をお願いします。７款土木費、２項道路橋梁費、３目道路新設改良

費、１８節負担金、補助及び交付金に、県営事業負担金としまして１０５万円を追加しており

ます。２２ページ上段になります。１０款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、１目農

地等災害復旧費、１４節工事請負費に令和７年災の災害復旧費としまして１，１２３万１，０

００円を追加し、２項公共土木施設災害復旧費としまして、１目河川等災害復旧費、１４節工

事請負費に令和７年の災害復旧債復旧費としまして９２６万３，０００円を追加しております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

○健康推進課⾧（猿渡隆史君） おはようございます。「第７０号議案、令和７年度南関町介護保
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険事業特別会計補正予算（第２号）について」ご説明申し上げます。１ページをお願いします。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０７万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１５億２，４２６万３，０００円とするものでございます。 

２ページをお願いします。歳入についての補正額一覧でございます。３款国庫支出金は２項

国庫補助金に４７万８，０００円を追加し、１億４，６９５万５，０００円とし、合計を３億

８，４８９万６，０００円とするものでございます。４款支払基金交付金は１項支払基金交付

金に５万５，０００円を追加し、３億６，７８１万１，０００円とするものでございます。５

款県支出金は、３項県補助金に２万５，０００円を追加し、１，０２４万５，０００円とし、合

計を１億９，８０３万３，０００円とするものでございます。７款繰入金は１項一般会計繰入

金に５１万５，０００円を追加し、２億１，３５３万５，０００円とし、合計を２億２，３５３

万５，０００円とするものでございます。歳入合計は補正前の１５億２，３１９万円に補正額

１０７万３，０００円を追加して、１５億２，４２６万３，０００円とするものでございます。 

３ページをお願いします。歳出についての補正額一覧でございます。１款総務費は、１項総

務管理費に９１万６，０００円を追加し、２１６万３，０００円とし、合計２，５５４万２，０

００円とするものでございます。４款地域支援事業費は１項介護予防生活支援サービス事業費

を２０万５，０００円を追加して、３，１５２万２，０００円とし、合計を７，７６１万８，０

００円とするものです。６款諸支出金は１項償還金及び還付加算金に１０万円を追加し、４，

７１４万４，０００円とするものでございます。８款予備費は１項予備費に１４万８，０００

円を減額し、６，３９３万５，０００円とするものでございます。歳出合計は補正前の１５億

２，３１９万円に補正額１０７万３，０００円を追加して、１５億２，４２８万３，０００円

とするものでございます。４ページ、５ページは、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括表で

ございます。 

６ページをお願いします。歳入の内容説明でございます。主なものにつきましてご説明いた

します。３款国庫支出金、２項国庫補助金、４目システム改修費補助金、１節システム改修費

補助金に４２万７，０００円を追加するもので、これは令和７年度、税制改正対応に伴う電算

システム改修の補助金でございます。７款繰入金、１項一般会計繰入金、５目一般会計繰入金、

１節一般会計繰入金に４８万９，０００円を追加するものです。これは、事務費繰入金でござ

います。 

続きまして、８ページをお願いいたします。歳出の内容説明でございます。主なものにつき

ましてご説明をいたします。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託料に、

８５万５，０００円を追加するものです。これは令和７年度税制改正対応に伴う電算システム

改修費でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

○まちづくり課⾧（田代由紀君） 「第７１号議案、令和７年度南関町宅地分譲事業特別会計補

正予算（第１号）について」ご説明いたします。１ページをお願いいたします。歳出予算の補正

の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、第１表歳出予算補正
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によるものでございます。２ページをお願いいたします。歳出につきまして、１款事業費、１

項宅地分譲事業費の１，３２３万７，０００円からの補正額はございません。３ページにつき

ましては、歳出予算事項別明細書でございます。４ページをお願いいたします。歳出につきま

して、１款１項１目の宅地分譲事業費、１０節需用費に３万２，０００円を増額し、２７節繰

出金を３万２，０００円減額するものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 建設課⾧。 

○建設課⾧（田口明君） 「第７２号議案、令和７年度南関町下水道事業補正予算（第１号）につ

いて」ご説明いたします。１ページをお願いいたします。南関町下水道事業予算（第３条）に定

めた予定額を補正するものでございます。収入でございます。１款下水道事業収益は、２項営

業外収益に３６万１，０００円を追加し、１億１，３４６万５，０００円とし、総額を１億４，

９３３万２，０００円とするものでございます。収入合計は、既決額の２億８，６８０万５，０

００円に、補正額３６万１，０００円を追加して、２億８，７１６万６，０００円とするもので

ございます。 

支出でございます。１款下水道事業費用は１項営業費用に３６万１，０００円を追加し、１

億４，１８１万９，０００円とし、総額を１億４，９３３万２，０００円とするものでござい

ます。支出合計は、既決額の２億８，６８０万５，０００円に補正額３６万１，０００円を追

加して、２億８，７１６万６，０００円とするものでございます。今回の補正は、電力料金の

増が主なものでございます。２ページをお願いいたします。債務負担行為でございます。浄化

センター維持管理業務委託として、令和８年度から１１年度で、限度額を２億７，２６６万８，

０００円とするものでございます。３ページ以降は、実施計画の収益的収入及び支出の内訳等

を内訳等の資料でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

○総務課⾧（嶋永健一君） 「第７３号議案、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の

変更及び規約の一部変更について」提案理由及び議案の説明をいたします。提案理由は、熊本

県市町村総合事務組合規約（第３条第１０号）に規定する交通災害事務から令和８年３月３１

日をもって菊池市が脱退するため、規約の一部を変更する必要があるためでございます。なお、

一部事務組合の共同処理をする事務を変更し、規約を変更しようとするときは、地方自治法第

２９０条の規定により議会の議決を経る必要があるため提案するものでございます。変更する

規約は次のとおりでございます。 

熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。熊本県市町村総合事務組合規約（平

成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の一部を次のように改正する。別表第２、第

３条第１０号に関する事務の項目中「菊池市、上天草市」を「上天草市」に改める。附則としま

してこの規約は令和８年４月１日から施行するものでございます。 

以上で提案理由及び議案の説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 



 

18 

 

続きまして、「第７４号議案、工事請負契約の締結について」提案理由及び議案の説明をさせ

ていただきます。今回ご提案いたします工事請負契約の締結は、南関町旧庁舎解体そのうち工

事に関するものでございます。地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、予定価格５，０００万円以上

の工事または製造の請負については、議会の議決を経る必要があるため提案するものでござい

ます。工事名は南関町旧庁舎解体（その１）工事、工事場所は南関町大字関町地内で、入札方

法は指名競争入札。契約金額は消費税を含んだ額で１億１，３３０万円。契約の相手方は熊本

県玉名郡南関町大字関町１，２３６番地。津留建設株式会社代表取締役、津留克也でございま

す。なおこの工事は指名競争入札により請負業者が決定したもので、令和７年１１月２６日に

仮契約を締結いたしております。主な工事の内容は、旧庁舎、ＲＣ造二階建て一部３階、延床

面積２，２１２．２９平米の解体、別館木造平屋建て、延床面積２６０平米の解体でございま

す。以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、「第７０号議案、工事請負契約の締結について」提案理由及び議案の説明をさせ

ていただきます。今回ご提案いたします工事請負契約の締結は、南関町旧庁舎等解体工事に関

するものでございます。地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、予定価格５，０００万円以上の工事

または製造の請負については、議会への議決を経る必要があるため提案するものでございます。

工事名は南関町旧庁舎等解体（その２）工事、工事場所は南関町大字関町地内で、入札方法は

指名競争入札でございます。契約金額は消費税を含んだ額で１億５，３４５万円でございます。

契約の相手方は熊本県玉名郡南関町大字上⾧田６９３番地、株式会社原賀工務店、代表取締役

では北山広大でございます。なおこの工事は、指名競争入札により請負業者が決定したもので、

令和７年１１月２６日に仮契約を締結いたしております。主な工事の内容は、旧公民館ＲＣプ

ラスＳ造２階建て、延床面積１，４４２．２３平米の解体、渡り廊下Ｓ造二階建て、延床面積

３４．０８平米の解体でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、「第７６号議案、工事請負契約の変更について」提案理由及び議案の説明をいた

します。今回ご提案いたします工事請負契約の変更は、令和７年３月議会で議決を頂いた町道

立山線道路地すべり災害復旧工事でございます。提案理由は工事の内容変更により工事請負契

約の一部を変更する必要があるためでございます。なお、議会の議決を得た契約については、

地方自治法９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約の及び財産の取得または処分に

係る条例第２条の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。 

１、工事の表示、工事の名称、町道立山線道路地すべり災害復旧工事、工事場所、南関町大

字関東地内。２、請負代金変更前は９，５１５万円から変更後１億１３７万１，９５２円にす

るものでございます。契約の相手方は南関町大字関町１，２３６番地、津留建設株式会社代表

取締役、津留克也でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 経済課⾧。 

○経済課⾧（武田信幸君） 「第７７号議案、公の施設の指定管理者の指定について」提案理由
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及び議案のご説明を申し上げます。提案理由は、南関町ふるさとセンターの指定管理者につき

ましては、令和８年３月３１日をもって、指定管理期間が満了となるため、令和８年度から指

定管理者を選定する必要があり、指定の手続を進めてまいりました。その結果、南関町ふるさ

とセンター設置及び管理等に関する条例、第５条第１項の規定に基づき、指定管理者を次のよ

うに指定するものでございます。指定管理者の管理を行わせようとする公の施設、南関町ふる

さとセンターに指定管理者となる団体の所在地及び名称、所在地、熊本県菊池郡大津町大字室

６８６番地１、名称、株式会社グッドスタッフ、代表取締役、日野源男、指定期間、令和８年４

月１日から令和１３年３月３１日まで。提案理由といたしまして、地方自治法第２４４号の２

の２条第６項の規定により、議会の決議を必要とするためでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

○町⾧（佐藤安彦君） 「第７８号議案、南関町教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について」提案説明をさせていただきます。南関町教育委員会委員に次の者を任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。また、委員の任期は前任者の残任期間、令和９年１２月２４日まででございま

す。住所、南関町大字関町１５６３番地。氏名、堀川正道。生年月日、昭和３１年１２月２９日

生まれ、６８歳でございます。この度、教育委員会委員であった伊藤洋治氏が令和７年１１月

１１日をもって辞職されましたので、新たに堀川正道氏を南関町教育委員会委員に任命したい

ので提案するものであります。 

堀川氏は昭和５５年３月に九州工業大学、金属工学科を卒業され同年、株式会社後部教育研

究会に入社されました。その後、昭和６０年４月より福岡県糟屋郡古賀町立古賀西小学校を始

めに、糟屋郡志免町立志免東小学校、三潴郡三潴町立犬塚小学校、三潴町立三潴中学校、三潴

町立西牟田小学校、三潴郡城島町立青木小学校の教諭として勤務され、平成２１年４月より三

潴郡三潴町立西牟田小学校の教頭、久留米市立南小学校の教頭及び副校⾧として勤務された後、

平成２５年４月より久留米市立西牟田小学校の校⾧に就任され、平成２８年３月に定年退職を

されております。その後、平成２８年４月より久留米市教育センターに指導主事として勤務さ

れ、平成３０年３月に退職をされております。現在は、令和５年４月より南関第一小学校学校

運営協議会委員に就任され、令和７年４月からは、南関地区の代表区⾧としてご尽力頂いてお

ります。その人柄は温厚誠実で学識経験も豊富であり、当町教育委員会委員として適任である

と思われますので、ご提案申し上げるものでございます。何とぞ、ご承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 議会運営員会委員⾧、中村正雄君。 

○議会運営員会委員⾧（中村正雄君） 「発委第１号、南関町議会委員会条例の一部を改正する

条例の制定について」提案理由と内容について説明いたします。提案理由は、南関町議会議員

の定数削減に伴い、条例を一部改正する必要があるためです。 

次のページをお願いします。内容について説明いたします。南関町議会委員会条例（平成５

年条例第１６号）の一部を次のように改正する。第２条第１項第１号中「６人」を「５人」に改

め、同条第２号中「６人」を「５人」に改める。第４条の２、第２項中６人を４人に改める。第
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６条第１項中「６人」を「６人以内」に改める。附則としてこの条例は公布の日から施行し、次

の南関町議会議員の一般選挙後初めて招集される議会の招集日から適用する。 

以上です。審議のほどよろしくお願いします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 以上で提案理由の説明を終了します。 

 

日程第２６、一般質問を行います。 

発言の通告があっていますので、順次発言を許します。 

３番議員の質問を許します。３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 皆様、おはようございます。３番議員の矢野でございます。早速、一

般質問いたします。今回は、１点でございます。 

質問事項「地域福祉の拠点としての福祉センター整備と社会福祉協議会の役割強化について」

です。質問の要旨。近年、少子高齢化や人口減少が進む中で、地域で支え合う福祉活動の仕組

みづくりがこれまで以上に、求められています。南関町には現在、町民が気軽に集い、福祉活

動や相談支援が行える福祉センター的な拠点施設が存在しないのが現状でございます。一方で、

町社会福祉協議会は、昭和４９年に設立された老人憩の家を拠点として活動を続けていますが、

建物の老朽化が進み、十分な機能を果たせない状況にあります。こうした中で地域福祉の拠点

整備をどう進めるのか。また、社会福祉協議会との連携、役割分担をどう考えていくのかを、

伺います。なお、その後の質問は自席にて行います。よろしくお願い申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員の質問に対する答弁を求めます。町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） ３番矢野修一議員の「地域福祉の拠点としての福祉センター整備と社会

福祉協議会の役割強化について」「南関町には現在、町民が気軽に集い、福祉活動や相談支援が

行える「福祉センター」的な拠点施設が存在しないのが現状である。こうした中で地域福祉の

拠点整備をどう進めるのか。また、社会福祉協議会との連携・役割分担をどう考えていくのか

を問う。」の質問にお答えいたします。 

本町には「福祉センター」という名称の施設はございませんが、「交流センター」・「ｕｋａｒ

ａ」をはじめ、地域の皆様に交流の場として使用されている施設がございます。また、相談や

支援につきましては、福祉課、健康推進課、社会福祉協議会が日頃から連携しながら対応して

おり、現時点で支障は生じていないものと認識しております。社会福祉協議会とは、地域の実

情や支援ニーズを共有しながら、生活困窮者等自立支援相談、地域福祉権利擁護事業、福祉関

係団体支援など、それぞれの役割に応じて連携を図っており、地域福祉の推進に必要な機能は

確保されているものと考えております。 

一方で、人口減少や高齢化の進行により、地域に求められる支援のあり方は変化し続けてお

ります。そのため、地域住民に身近な相談体制の充実や、既存施設の活用状況、他市町の取組

を注視しつつ、今後の方向性について研究してまいります。また、引き続き、社会福祉協議会、

他の関係機関など協力のもと、地域の福祉課題に的確に対応し、誰もが安心して暮らし続けら

れるまちづくりに努めてまいります。 

以上お答えしまして、この後の質問につきましては、自席からお答えさせていただきます。

また詳細につきましては、担当課⾧よりお答えいたします。 
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〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） まず、現在、南関町の乗り合いタクシーは、事前予約制で運行され

ています。しかし、町内には、認知症の方も多く、自ら予約を行うことが困難であるため、乗り

合いタクシーを事実上利用できない方がおられるという声が寄せられております。南関町が進

めている地域包括ケアの理念からすれば、移動手段の確保は生活の基盤であり、認知症の方が

移動の自由を失うことは、外出機会の喪失、社会的孤立、フレイルの進行につながりません。

町の見解ということで、認知症の方が自ら予約できず、利用できないケースがどれくらいある

のか、また、その課題をどのように把握しているのか。現状、認識をお示しください。 

〇議⾧（立山秀喜君） まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（田代由紀君） はい。認知症の方の人数というのはまちづくり課のほうでは

認識できておりませんので、乗り合いタクシーの件につきましてお答えさせていただきます。

乗り合いタクシーは、自宅前から町内の施設等や、和水町立病院、荒尾シティーモール、荒尾

市民医療センター、庄山バス停、石崎医院を乗降場所として、経路が近い人たちが相乗りで利

用できる交通手段であります。登録すればどなたでも利用ができ、月曜日から土曜日まで１日

１０便、約１時間ごと運行しております。乗り合いタクシーでは、乗降介助というのができま

せんので、介助者、介護者が付き添うなどの支援が必要な方におきましては、介護タクシーや、

福祉タクシーのご検討をお願いしたいと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 認知症の方などを把握はできていないということでございますが、

今現在、健康年齢と、健康年齢じゃない死亡される方の年齢ということで、健康年齢から要介

護になる方の年数が、男性で８年５か月ですかね、女性が１７年６か月か何か。ちょっと記憶

にあります。その間、認知症の方とかが出やすい。いらっしゃると思っております。その中で、

地域包括センター支援による予約代行とか、民生委員、地域支援委員のサポート、コールセン

ター方式による、名前を言うだけで予約できる仕組み、また、ケアマネデイサービスなど、介

護事業者による支援、家族がいない独居高齢者への支援体制づくりなど、町として、こうした

予約支援を含めたサポート体制の必要性などをどのように考えているのか、伺います。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（猿渡隆史君） 認知症の方の乗り合いタクシーの利用予約については、予約を

する場面でなく、予約した乗り合いタクシーに合わせて外出の支度をしたり、帰りの乗り合い

タクシーを予約したりといった場面でも、支援が必要になることもございます。それだけで家

族では難しく、ケアマネージャーや公共施設の職員、知人、友人などの協力などの、支援者の

存在が必要となっております。ですので、地域全体が認知症の方への理解を深めることが大事

だと考えております。ちょっとしたお手伝いや見回りができるように、これからのまちづくり

を推進していきたいと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 例えば、ほかの自治体では、見守り登録者に限り、包括支援センタ

ーが予約代行をする、また、乗り合いタクシー会社が本人確認の上、簡易予約を可能とするな

どの先行事例もあります。南関町としても、誰もが使える、医療支援への改善、検討をすべき
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と考えますが、見解を伺います。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（猿渡隆史君） 包括支援センターなどで、予約を代行するということも、大変、

いろいろ職員の数もですけど、少ないところではございますけど、これからどういったことが

できるのか、社会福祉協議会とか関連機関とか協議を重ねながら、どういったことができるか

を、話合いしながら進めていきたいと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） そこで移動ができなければ、買物にも行けず、暮らしが成り立ちま

せん。認知症の方こそ、外出の機会を確保する必要があり、乗り合いタクシーの利用支援は、

町として喫緊の課題であります。今後、検討等、よろしくお願い申し上げます。 

次に入ります。南関町の高齢者への食の支援の強化について。南関町は週２回の配食サービ

スが提供されています。しかし、実際の利用者からは、回数が少なく、食の確保が難しい日が

あると。また、糖尿病、腎臓病などで、特別食事に対応できないため、利用ができない。買物、

調理が困難な高齢者が増えているのに、現行サービスでは足りないといった切実な声がありま

す。高齢者にとって食は命を支える最も基本的な生活基盤であり、配食サービスは栄養確保で

なく、見守りや孤立防止にもつながる重要な福祉施設です。しかし、現在の南関町の体制では、

ニーズに対してサービスが十分に機能しているとは難しいという現状です。 

そこで伺います。町は、週２回という設定が現状の高齢者の生活実態に合っていると考えて

いるのか。食材調達が困難な方や、調理ができない方、独居高齢者、認知症高齢者、こうした

方々が週２回だけで本当に生活が成り立つのか。町の認識を伺います。 

〇議⾧（立山秀喜君） 答弁の途中ですが、昼食のため、１時まで休憩いたします。 

―――――――〇――――――― 

休憩 午前０時００分 

再開 午前１時００分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問の途中でしたので、これを続行します。町のほうからの答弁でございます。 

健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（猿渡隆史君） 矢野議員のお尋ねの、食の自立支援の回数ということで、南関

町では、高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯、調理の困難な方を対象に、栄養管理及び

安否確認も兼ねた週２回の配食を行っています。数字的には２回と少ないところではございま

すけど、商工会が行っております見守り弁当と合わせながら、利用されている方もおります。

そこを含めれば、数的には、そんなに余りにも少ないということはないと考えております。ま

た近隣の和水町、玉東町が週２回、⾧洲町は食の自立支援はゼロとなっておりまして、各近隣

の町と比べましても、変わらない回数となっておるところです。また定期的に玉名管内の町村

あたり、町とは協議を行っておりますので、その中でも、回数等の協議も行っていければと考

えております。また、糖尿病などの特別食に対応できているかと言われますと、現状は対応で

きておりません。今後は、保健センターと連携して健康指導によるサポートを、そういった糖



 

23 

 

尿病の方には行いながら、各関係機関と情報共有を図りながら、高齢者のニーズを把握しなが

ら、食生活の改善等に努めていく必要があると考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 課⾧、ご答弁ありがとうございました。食ですね、どうしても健康

の源であり、暮らしの基盤でございます。必要な方が必要とされるときに利用できる食支援は、

福祉行政としての極めて重要な立場になっております。町としてこれからも、いろんな近隣市

町村と協議を行いながら、町として高齢者の実態に寄り添った、食支援の体制を整備するよう

に、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

次に入ります。近年、南関町では親の介護のために、町外からＵターンをされた方が孤独に

なっていると、お聞きしました。このＵターン介護者の孤立状況についての町の認識、どうお

考えか、お伺いいたします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 健康推進課⾧。 

〇健康推進課⾧（猿渡隆史君） ひとり暮らしの高齢者世帯の増加に伴い、高齢者の介護は必要

になった場合に、町外で仕事を持たれていた息子さん娘さんなどが帰省して、⾧期間の一時同

居あるいは転入等で介護を担っていただくことは、以前からやっておるところです。近年では、

就労期間が延びて定年退職後も仕事を続けられている方が多いため、帰省される際に単身で帰

って来られる方が増えております。熱心に親御さんの介護に取り組まれる中で、自分のことを

後回しにしたり、地域との交流する余裕が少なくなるのは、Ｕターンの方もそうでない方も同

じで、介護負担の軽減の支援については、医療介護の関係者だけでなく、地域で取り組む課題

であると考えております。Ｕターンの方につきましては現在５名ほど確認しておるところです。

対象者のニーズ把握を、町が委託しております生活支援コーディネーターが現在中心になって、

そういった把握等を行っているところでございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 南関町に戻り家族の介護を担う方々は、町にとって大切な住民でご

ざいます。しかし、介護者自身が孤立したままでは、介護の継続もままなりません。地域との

つながりをつくり、介護者を支える仕組みづくりは、今後ますます重要になります。町として

実効性のある、孤立防止策を講じるよう、強く求めます。よろしくお願い申し上げます。 

最後には、南関町における高齢男性の趣味活動交流拠点の不足について、南関町では地域の

高齢者が参加できるサロン、集いの場が、一定数はございますが、特に高齢男性の参加率は極

めて低いという課題があります。外出機会の減少は、フレイル、認知症、鬱、孤立死のリスク

を高めます。高齢男性が気軽に立ち寄り、日々活動を通じて、交流できる拠点づくりは、地域

の福祉の観点から非常に重要であります。そこで伺います。高齢者が参加できる趣味交流の場

が少ない現状に対する町の認識、まず町として、高齢男性の地域参加率の低い現状を、どの程

度把握しているのか。また、趣味、活動の場が不足していることを、課題として認識している

のか。地域包括支援センターや、社協からの報告をどう受けて受け止めているのか、この点に

ついて、町の見解を伺います。 

〇議⾧（立山秀喜君） 福祉課⾧。 

〇福祉課⾧（多田隈志保君） 本町におきましては、介護予防教室や地域でのサロン活動、囲碁
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や将棋ダンスなどの交流が現在図られております。特に男性の参加が伸び悩んでいるという課

題は、全国的にも指摘されており、承知しているところでございます。こういった場は、健康

づくりや仲間づくりに大きく寄与するものであり、高齢者の皆様が、無理なく参加できる環境

づくりは大変重要であり、既存の活動や介護予防の取組を男性にも、利用頂きやすい形で広げ

ていくことが重要であると考えております。そのため、福祉課、健康推進課、社協を含め、関係

団体とも連携しながら、男性でも参加しやすい、自主的な活動が続けられるような支援につい

ても、今後工夫しながら取り組んでまいります。以上でございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 男性の孤立は見えにくいだけで、深刻な地域課題でございます。一

歩外に出ることができれば、健康づくり、地域づくりにもつながります。誰もが安心して集え

る場所づくりに向けて、町としても積極的な取組を求めます。お願い申し上げます。 

最後の質問になります。南関町における福祉センターの整備の必要性ということで、先ほど

冒頭、町⾧からございました。交流センター並びにうから館等で連携しながら、行っていると

いうことでございましたが、私としては、南関町を福祉センターのいわゆる施設はございませ

ん。近隣の市町では、総合福祉センターが整備されており、そこには高齢者や障害者、子育て

世代を対象とした相談業務、健康増進教室、世代間交流の場、更には災害時の要配慮者の拠点

として、多様な役割を果たしております。一方、本町では、社会福祉協議会の建物が、その役

割を部分的に担ってきましたが、４９年に建設されて、半世紀が経過しまして、老朽化が厳し

く進んでおります。そのため、十分な機能を果たせないのが事実であります。ここでお伺いい

たします。まず、老朽化した社協の更新をする際に、福祉センター機能を兼ね備えた施設とし

て整備する考えはないのか、町⾧にお尋ね申し上げます。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい。社協事務所を福祉センター機能と合わせた建物にできないかとい

うご質問だと思いますけれども、福祉センターという名称が、もともとのうから館は「総合福

祉センター南の関うから館」ということで、そういった目的で建てられた建物でした。という

ことで、現在も２階のホールとかいろんな部分は、そういった福祉センターの機能を果たせる

ような部分もありますので、下には調理実習室もありますので、ぜひｕｋａｒａのほうもそう

いった形で使っていただきたいと思いますし、現在の交流センターは、いろんな役目を果たせ

るような、福祉避難所も兼ねておりますので、ぜひそういったものをまずは活用していただき

ながら、そのほか、第二校区にもふれあい広場とかありますので、現在あるものもいろんな活

用の仕方次第ではしっかりと対応できますので、そういったものを優先していただいて、新た

に社協と福祉センターをつくるということは考えにくいと思います。もう現在も町の庁舎、ｕ

ｋａｒａも改修しましたけれども、新たに多大なお金をかけてするっていう考え方よりも、今

あるものをどう活用するかというのは、この町に１番合った方法じゃないかなと思っておりま

す。財政面も考えたときに、新築で大きなものを建てるよりも、現在あるものを改修して、も

っと使いやすいものにするっていうことですので、そういった形で、今あるものを使っていた

だければと思うところでありまして、社会福祉協議会の事務所につきましては、今いろんな、

局⾧あたりとも話をしておりますけれども、現在町にある、いろんな施設の中からでも、そう
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いったものに該当するものがあるならば、使っていきたいというふうに考えておりますけど、

もともとの社協の事務所は現在の老人憩いの家の前は、旧役場の裏の第一保育園跡にありまし

た。ということで、これまでも、そういった空いたところを使っていただくっていうことが、

非常に申し訳ないんですけれども、やはり町としては有効活用できる場所をご提供することが

できればと考えているところです。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 社協の老朽化、もう５０年以上経ってるということで、町⾧もお考

えはあるかと思っております。お伺いいたします。住民福祉の中核機関でございます。社協は

建物でありながら、今の社協を大規模改修するか、移転するか、具体的な選択肢を持っている

かと思っておりますが、町として、この選択肢をどう検討しているのか。また、その検討のス

ケジュールをどのようにお考えか。これはもう明確な方針を、町⾧、お示しください。よろし

くお願いします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい。現在では明確な方針というのは決めておりませんけれども、社協

をどこに移っていただくかという、町のこれまでにあった建物の中に移転していただくという

ことが１番いいのかなとは考えております。ということになりますと、現在町では南関もコン

パクトシティ構想を進めておりますので、この周辺で全てが一緒にまとまったところでそうい

った事務所ができればということを考えておりますけれども、以前矢野議員からも、旧図書館

を社協の事務所にできればいいなといったことを、お話をされたことを聞きました。というこ

とで、社協の事務局ともそういった話は、何回かしたことあるんですけれども、旧図書館であ

れば十分、まだ新しい施設でありまして、下の駐車場も、かなり停まります。しかしながら、社

協には職員の皆さん、そしてお客様の駐車場等も含めると、駐車場だけでも足りない部分もあ

りますので、そういったものも全部どういった形で収めていくかっていうことありますけれど

も、一つの候補地としては、今度空いた図書館は十分考えられるんじゃないかと思うんですけ

ども、まだ全くそこは表に出せるような話ではございませんので、その関係者の皆様、そして

議会ともしっかりと打合せをしながら進めていく必要があるかなと思っております。ただ、現

在、旧役場、旧公民館の解体工事に入っておりますし、そのあとは、地域優良賃貸住宅の建設

に入ります。公園整備もありますので、そういったものができないと、やはり工事中はそうい

った事務所に使うということはなかなか難しいと思いますので、スケジュール的にはもしそこ

が可能になったとしても、その完成後の移転というのが考えやすいのかなと思っておりますの

で、そういったものにつきましても、やはり町が勝手に決める問題ではございませんので、町、

当局社会福祉協議会そして議会も一緒になって、そういったものを検討していく必要があるか

なと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） ３番議員。 

〇３番議員（矢野修一君） 町⾧が今答弁されたのは、私も同感ではございます。しかしながら、

随分経っていて特に、社会福祉協議会の建物自体が、天井あたりも落ちてきたりなんかしてて、

早急に進めて頂きたいとは思っております。しかしながら、先ほど旧図書館がこれはまだ候補

ということで上がっていますが、町⾧が述べましたとおり、旧図書館は駐車スペースが十分に
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確保できておりません。来訪者や支援事業者が多い、社協の業務にまずは不向きだと思います。

また、建物自体が図書館として設計されているため、相談支援や、地域福祉活動を行うための

部屋の構成ですね。また、必要な機能を確保するのは、大幅な改修が不可欠だと思っておりま

す。こちらの点から、旧図書館を移転先とする案は、利用者の利便性及び事業運営の観点では

慎重な検討が求められると思っております。今後、協議をやっていきながら、スピーディーに

進めていただきたいと思います。 

まとめに入ります。いろいろご答弁ありがとうございました。町の社会福祉法人が地域住民

の生活をさせる上で、大切な存在であることは間違いありません。今後の福祉需要の拡大に応

じていくためには、町と法人、そして、住民が力を合わせて支え合う仕組みが欠かせません。

どうか町当局におかれましては、現場の声にしっかりと耳を傾けながら、地域に寄り添った福

祉行政を進められるように、強く要望いたしまして、私の一般質問を終わります。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） 以上で、３番議員の一般質問は終了しました。 

 

続いて１番議員の質問を許します。１番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） こんにちは。１番議員の福山美佳です。 

本日、２点の質問をいたします。１点目、質問事項「行政評価制度の実効性向上について」

南関町の行政運営が運営を進めていく上で、限られた財源をどう分配し、どの事業を重点化し

ていくのか。その判断の質は、まさに町⾧のリーダーシップにかかっていると感じております。

だからこそ、その判断の根拠となる行政評価が今、本当に南関町の政策形成に力を発揮できて

いるのか。それについて、改めて確認したいと思い、今期最後の一般質問でこのテーマを取上

げます。本来、行政評価は単なるチェックリストではなく、町が掲げるビジョンに照らし、事

業の効果を見極め、重点化と見直しを進めるための重要なツールだと考えます。しかし、現状

では、評価結果がどう活かされたのか。評価の作業は行われていても、その結果が町⾧の意思

決定や、予算編成にどこまで接続されているのかが、町民にも議会にも、十分には伝わりにく

い状況にあると感じています。行政評価の実効性を高めることは、単に事務の効率化ではなく、

町⾧が目指すまちづくりをより確かな証拠で支え、町民が実感できる成果へとつなげるための

基盤となると考えます。本日は、行政評価制度が将来を見据えた、町政の意思決定を支える仕

組みとして、更に機能するために、現状と今後の方向性について伺いたいと思います。 

質問の要旨。行政評価制度の現状について尋ねる。 

１、行政評価の活用及び、予算編成との連動について。 

２、評価結果の分かりやすい公表、見える化について。 

３、外部評価、住民参加型評価の導入について。 

４、今後の行政評価制度の改善について、以上が１点目の質問です。 

続いて、２点目の質問です。質問事項「子育て交流拠点、全天候型屋内遊び場の充実につい

て」。近年、夏の猛暑日や雨天時など、外で遊ぶこと、過ごすことが難しい日が増えています。

放課後児童クラブ等を利用されている家庭からも、外遊び禁止の日や時間が多く、子どもから

不満の声があると伺っております。そのほかにも、町内の子育て世代からは、雨の日に遊ぶと

ころがない、暑過ぎて外に行けず、結局、町外の施設に遊びに連れていっている。小さな子ど
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もを連れて安心して過ごせる場所が少ないという声を多く耳にします。現時点で町として、子

育て交流拠点、全天候型屋内遊び場の整備について、計画がないのは承知しております。だか

らこそ、まずは住民の方の声と必要性を町に届けさせていただき、検討につながることを期待

し、今回質問させていただきます。 

質問の要旨。夏の猛暑日や雨天時に町内で遊べる場所が不足しているという声があり、現在

遊びの町外流出が起きている。子育て世代からのニーズや要望の把握について尋ねる。 

１、屋内遊び場に関する調査や検討について。 

２、国県の補助金や交付金を活用した、全天候型屋内遊び場、子育て交流拠点など、専用施設

の整備について。 

以上が２点目の質問です。この後の質問は自席にて行います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員の質問に対する答弁を求めます。町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） １番福山美佳議員の「行政評価制度の実効性向上について」「行政評価制

度の現状について尋ねる。」の質問にお答えいたします。 

行政評価制度とは、行政機関が実施する政策や事務事業について、その必要性、効果性、効

率性を客観的な視点から評価・検証し、その結果を政策や予算編成、事務改善に反映させるこ

とで、より効果的かつ効率的な行政運営を目指す仕組みであります。 その評価には三つあり、

一つ目に、「政策評価」として町の全体的な政策目標（総合振興計画の基本構想）いわゆる町の

将来像に対する評価であります。二つ目は、「施策評価」で、政策を構成する個々の施策（総合

振興計画の基本計画）の進捗状況や成果を評価するものであります。三つ目に、「事務事業評価」

があり、個々の事務事業の必要性、有効性、効率性を評価するものであります。本町では、平

成２４年度から行政評価の「事務事業評価」に絞って取り組みを進めてきましたが、当時は、

行政改革に基づく職員数の削減と補助金等の歳出削減に取り組んでいる時期でしたので、本来

の目的とは異なった事業評価であったと思います。私の就任後は、本町に合った「行政評価シ

ステム」を構築し、総合振興計画の「基本構想・基本計画」の策定に合わせて、目標を設定し、

簡単な入力で評価できるように改善しながら取り組んでおります。 

まず１、「評価結果の活用および予算編成との連動について。」にお答えします。毎年、翌年

度以降の実施計画を１１月末までには作成していますので、それに併せて、その年の進捗評価

を１０月末までに、まちづくり課企画振興係でとりまとめをし、その評価を基に翌年度の予算

編成に反映させております。 

次に、２「評価結果の分かりやすい講評（見える化）について。」にお答えします。第７次南

関町総合振興計画の基本計画では、それぞれの政策事業に合わせて達成状況を測る目標を数値

で示しており、達成率がすぐわかるようにしており、評価についてはＡからＥの５段階評価と

しております。 

次に、３「外部評価・住民参加型評価の導入について。」にお答えします。「政策評価」と「施

策評価」につきましては、「外部評価・住民参加型評価」が必要と考えておりますので、「⾧期・

中期計画」の見直しの時に評価をお願いしたいと考えております。「事務事業評価」につきまし

ては、現在のところ考えてはおりませんが、必要に応じて副町⾧を本部⾧とした職員による町

内推進本部を設置し、その会議で出た議論や結論をもって判断の目安としております。ただ、
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事業の規模・内容によっては、議員ご質問の「外部評価・住民参加型の評価」が必要となって

きますので、南関町振興計画審議会等の審議会設置条例に基づく審議会では、外部評価委員に

よる評価をしていただいております。ただし、「住民参加型の評価」は行っておりません。 

次に、４「今後の行政評価制度の改善について。」にお答えします。本町では、行政評価に係

る職員の作業負担にならないようスモールスタートで取り組みを進めているところであります。

そのため、評価シートにおいては、他市町と比べ物足りない部分もありますので、職員の負担

が増えない程度に評価のシステム改善と町が取り組んでいる事業に対し、町民の皆さんに広く

お伝えし情報の共有に努めることが「協働のまちづくり」に繋げていく今後の課題ではないか

と考えております。 

次に、「子育て交流拠点（全天候型屋内遊び場）の充実について」「真夏の猛暑日や雨天時に

町内で遊べる場所が不足しているという声があり、現在、遊びの町外流出が起きている。子育

て世代からのニーズや要望の把握について、尋ねる。」の質問にお答えいたします。 

まず、１「屋内遊び場に関する調査や検討について。」にお答えします。本町における子育て

世代からのニーズ把握の状況についてですが、第３期南関町子ども・子育て支援事業計画（南

関町こどもまんなか計画）の策定にあたり実施したアンケート調査において、全天候型の屋内

遊び場に関する要望は、特に確認されておりません。しかし、近隣の⾧洲町においては、多世

代交流施設に屋内遊び場ができた事例もありますので、今後は、このような施設の利用実態把

握に向け、情報収集に取り組みながら、新たな施設整備の検討も必要だと思いますが、既存の

公共施設や体育施設の有効活用も重要であると考えております。現在、交流拠点施設〈ｕｋａ

ｒａ〉の一部スペースを活用し、屋内遊具を配置しており、自由遊びの場としての活用を模索

しているところです。 

次に、２「国・県の補助金や交付金を活用した全天候型屋内遊び場・子育て交流拠点など専

用施設の整備について」にお答えします。町内には、小規模ではありますが、屋内で遊べる施

設が一部存在しております。子どもたちの遊び場は、単に場所を提供するだけではなく、地域

との繋がりやコミュニティ形成といった観点も重要であり、地域住民や関係機関との連携が不

可欠であると考えております。近年は、夏休み期間中の猛暑により、子どもが屋外で遊ぶには

危険な日も増えており、屋内の遊び場へのニーズが増しているのではないかと、私も感じてお

り、議員ご提案のような施設が将来的に整えられることは、子育て環境の向上となり、有益な

ものになると認識しております。そのため、まずは町内の既存施設の活用を基本とし、運動施

設内にあるスペースなど、活用できる場所について、どのような提供方法が可能であるのか研

究してまいります。また、子育て支援の環境整備は、単独の部署だけでなく、町全体で取り組

むべき課題であるとも認識しております。今後は、教育委員会、福祉課、建設課など関係所属

課と連携し、施設整備の可能性や利活用の方策について協議を進め、多角的な視点から検討を

行うことで、より実効性のある支援体制の構築を目指してまいります。町としましては、地域

資源の有効活用と子育て世代の定住促進を両立させる観点から、安心して子育てができる環境

整備に引き続き取り組んでまいります。 

以上お答えしまして、この後の質問につきましては、自席からお答えさせていただきます。

また詳細につきましては、担当課⾧よりお答えいたします。 
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〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 町に合った、行政評価システムを構築しているとのことで、大まか

な現状については理解できたんですけれども、町のこの認識についてをお尋ねしたいんですけ

れども、現在の行政評価システムは、どのような目的で実施し、どの程度政策形成や予算編成

に活用をされているのか。また、職員の皆さんの中で共通認識というのがされているのかをお

尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） はい。まずどのように認識しているかというご質問でございますが、

町⾧の答弁にもありましたように、基本的には振興計画、町の実施計画をつくるに当たり、そ

れに基づいて、現在やってる事業が適正であるか。また見直しが必要であるのかっていうのは、

いい材料だと考えております。町⾧の答弁にもありましたように、通常部会というので副町⾧

をトップにした町内の部会がございます。割合としましては、課⾧がその部会の会員となって

おります。そこで各課から上がってきた評価書を再評価しまして、そこで次の事業につなげる

ということで部会のほうで検討してございます。そこで決まったことは次の来年度予算という

ことになりますんで、それに合致させるために、うちの財政部局と話をしまして、それからま

だ町⾧と打合せをしまして、次に進めていく事業はこれだよっていうことの参考材料とさせて

いただいております。よく言われますのが、ＰＤＰＤという、計画して実行して、終わってま

た計画して実行というのが、どうしてもうちの町の悪いパターンでございますんで、何とか今

はチェックまでできておりますんで、チェック後の最後の改善の取組のほうが少し弱いところ

でございますんで、それに気にかけながら最近は進めているところでございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） はい。現状について、また分かりました。そして先ほどの答弁の中

で、事務事業評価について導入は考えていないとの答弁だったんですけれども、その最大の理

由というのは何なのか。そして、事務事業評価の必要性についての検討というのが、今までさ

れたことがあるのかについてお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） 事務事業評価をすることをしないということは多分言ってないと思

います。住民の皆さんを入れたところの評価だと考えております。そこにつきまして、ここい

ろんな意見がございますんで、ある程度は事業を進めていくに当たりましてやっぱり担当部署

の担当職員のほうが、よく詳しく知っておりますんで、それに対しては、地域住民の方の声を

入れるってのはあまりいいことじゃないかなと思います。ただ、５年後、それから１０年後の

計画を見直す場合は、そういう意見をたくさん頂いて、そこで次の計画を作っていくとちょう

ど計画の見直し時期がございますんで、その辺りは町民の皆さんの意見を取り入れていきたい

と考えております。事業評価をしないというわけでなくて、事業評価はこれからも継続的に進

めさせていただきます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） ちょっと今ので私理解ができなかったんですけど、事務事業評価は

考えていないっていうふうに、私先ほどの答弁で聞いたような気がしたんですけど。ちょっと
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今のところもう一度詳しく聞いていいですか。何の評価はするっていうところを。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） 議員のほうでおっしゃいました、住民参加型の評価という言葉が確

かございました。住民参加型の評価というのは、事務事業には考えていないという答弁でござ

います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） はい、分かりました。では、今現在の個々事業の効果や必要性は、ど

のように判断してるかっていうと、先ほど言われていたその現状の評価でされてると思うんで

すけれども、この見直すべき事業、省くべき事業をその中でどういうふうに判断してるのか。

また、今の行政評価システムの結果が改善につながった事例、見直しにつながった事例、具体

的な事例があればそれを教えてください。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） はい、町の振興計画につきましては、ほとんど改善というのはあり

ませんで、継続または少し改善しながら進めるよっていう、計画事業はそのまま進めていると

ころでございますが、その事業の中で例えば改善を行ったとか、見直しを行った事業につきま

しては、皆さんがよくご存じでございます。住んでよかったプロジェクト事業につきましては、

その辺で採用させていただいております。例えば２期から３期についての判断する場合で、一

つは新築住宅固定資産補助金というのを当時は出しておりましたが、これにつきましては見直

しをするときに、評価委員の中で、固定資産税については建築資材と新築軽減措置があり、ま

た、住宅取得に関する補助金もあるということで特定の方に対する重複補助であるため、廃止

したほうがいいんじゃないかという意見が出ましたので、それに基づいて３期には反映をして

おりません。また、新規雇用奨励金というのも当時ございました。当時は本人よりも事業者へ、

確か出てる補助金がございました。それにつきましても、３期から４期についての今回見直す

ときに、今度は事業者にも本人がよろしいだろうということで、本人に支給になっております。

ただこれにつきましても、今度新たにまた３期を見直すときに、新しい４期目のとき、先日全

協でも説明がありましたように、何かなくすような話が出ておりまして、これにつきましては、

何かもらった方が１年で転出されていなくなるのはおかしいですけども、町から出て行かれる

事例が頻繁に出始めたということで、それでは実効性が伴ってないかっていう、参加している

職員の中から意見が出ておりまして、それに基づいて、今回の意見に何か反映されてるという

事例はございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） そういったの判断していく中で、なぜそういうふうに改善されてい

ってるのかっていう、何だろう、その結果が見えてないというか、たくさんの事業がある中で

なぜそれがそうなったのかっていうところが、やっぱり見えてないっていうところがあると思

うんですね。今年度、町⾧の施政方針の中でも、行財政改革による無駄の排除、また、目的に沿

った費用対効果を、重視というワードを使われていたと思うんですけれども、この延⾧線上に、

行政評価制度っていうのがあるのではないかと思います。町が行っている事業、これを振り返

って町民の皆さんに対して、なぜこの事業を続けるのか、なぜ廃止するのかっていう説明する
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ためにも、この評価というのが大事な仕組みなのではないかと考えます。今行われている、政

策レベルでの評価では、現場の各事業の細やかな効果や課題が、最初見たんですけれども、十

分見えてないんじゃないのかなというふうに感じてます。きめ細やかな先ほど言われた事務事

業ではなく、振り返るほうの事務事業の評価は、確かに手間もかかって職員の皆さんに負担が

生じるとは思うんですけれども、最少の経費で最大の効果を上げることができるような事業を

推進し、住民福祉の向上に努めると、町⾧おっしゃいます。やはりこの事業は根拠があって続

けていると、効果が薄いので改善する、町民の利用が少なくて廃止する、といった説明責任と

して、町民の皆さんへの見える化というのが求められて、必要になってくるのではないかと思

います。町には数多くの事業があります。ただたくさんの事業が並んでいるのではなく、事務

事業評価を含めた、行政評価制度を得て町民の皆さんにもっと利用してもらえるように、更に

磨いていくことが必要だと考えます。 

そこで、お尋ねします。政策施策レベルの評価ではなく、細かい事務事業、今の段階での評

価のままで行ったとして、個々の事業の妥当性や、効果改善点を把握し、事業の継続や、縮小

や廃止といった判断をどのように行っていくのか。また、町民の皆さんへこの事業を続ける理

由、廃止する理由の説明責任について、現在はどのように果たされていると考えているのかを

お尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） はい。まず、事業につきましては、やっぱり各担当課で持ってる小

さい事業ございます。それぞれで、その担当でないと分からない事業がございますんで、そこ

でまずは評価をしております。それから、その評価を上の課⾧会のクラスあたりで判断してと

いうことに、今も進めているところでございます。評価、方向性につきましては、まだ一般の

皆さんに公表という形で公表しておりませんので、最近は公表することを叫ばれておりますの

で、公表する方向では、システム的にできないことはありませんでしたので、打ち出して何か

出せばできるということですので、その辺は今担当と話をしたところ、公表することはできま

すとですんで、その辺は前向きに検討させていただけると思います。それから評価を頂いて、

それに対してのお答えできるということが、施策を持っておりませんので、それは私たちが今

からまた勉強させていただくことになるかと思いますが、その辺りは前向きに考えさせていた

だきたいと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 繰り返しになるんですけれども、やはり町民の皆さんから見えにく

いというところ、全て事務事業の評価を細かいものを出す必要があるっていうふうなのを言い

たいわけではなくて、町民の皆さんが行政の判断を理解できること、職員の皆さんにとって、

事業目的や改善点が共有しやすくなること。この二つが最低限必要なのではないかというふう

に考えます。外部に向けた、見える化として、事業ごとの目的、成果課題を簡易的にも公表し

てする仕組みを導入すること。今後それは、して行かれるということでよろしいんですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） はい。行政としてはすべきだろうということで考えておりますので、

少しでも皆さんのご意見に応えられるように努力していきたいと考えております。 
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〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 今南関町の事業の中でも、類似の事業であったりが、事務事業評価

も行政評価をしていくことで、統合できるものもあるのではないかというふうに考えます。そ

うすると担当課間の連携であったり、効果の薄い事業の縮小であったり、ＰＲ不足で、利用さ

れていない事業の改善が進むなど、そういったメリットが考えられるのではないかなと思いま

す。全部の事業ではなく、モデル的に数事業だけ評価シートをつくったり、一部事業から外部

発信を始める、段階的に導入する、そういう考えがあるのか。いきなり全部ではなく、職員の

皆さんの負担が増えない方法での導入ということを、今後検討していっていただきたいなと思

いますが、町の考えをお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） おっしゃるとおり、幾つかの課でダブってる補助金とかもございま

すので、必然的に見直すべきだと考えておりますが、一気にやっちゃうと職員にかなりの負担

がかかりますんで、進めていきながら、少しずつ改善をさせていくという方向でいきたいと考

えております。一気にでなく、徐々にということで考えていただければよろしいかと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） そういった評価を今後、公表することによって、行政運営の透明性

は高まっていくと思うんですけれども、町民の皆さんの納得と信頼を積み重ねていくこと、こ

れが町⾧のリーダーシップにつながる。そのためにはやはり、評価結果の分かりやすい公表や

改善につながった事例の積極的な掲示など、町として情報発信を強化する。その考えについて、

すいません、改めてもう一度だけ聞いていいですか。情報発信をしていく、評価を発信してい

くという考えについて。もう一度答えをお願いします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） はい。町としましては今、本当に公開というのはどの市町村も叫ば

れておりますし、うちの町は公開度は低いとご指摘を受けておりますので、前向きに検討して

いき、公開できれば少しずつですけど、全てできないですけど、小出しにもなりますが、努力

していきたいと考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） はい。そして外部評価、住民参加型評価についてになるんですけれ

ども、これは導入している自治体もあり、外部有識者による外部評価、住民の視点を取り入れ

た、住民参加型評価といった仕組みを一部の事業に取り入れているところもあります。こうし

た外部の目を入れること。行政だけでは気付けない改善点を見つけられるという効果がありま

す。現在事業の規模、内容によって、外部評価委員による評価をしているとのことですが、今

後、協働のまちづくりを進める上で、さらなる外部評価の導入や、住民参加型評価を一部の事

業で施行してみるという考えについて伺います。町民と行政が一緒に、町の事業をよくしてい

く仕組み、協働のまちづくりの一環として、この件について今後検討はできないのか、お尋ね

します。 

〇議⾧（立山秀喜君） 総務課⾧。 

〇総務課⾧（嶋永健一君） 一部の事業につきましては審議会、また推進部会という会を設けて
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おります。その中には一般町民の方も中に入っていただいております。ただ事業施策につきま

しては、どうしてもたくさんの方のご意見を、なかなかまとまらないとこありますんで、それ

につきましては、基本計画であったり、基本構想、こういうときには、ぜひとも皆さんが入っ

ていただいて、住民の皆さんの声を聞きたいと考えておりますが、通常やってます事業評価に

つきまして、そこまでは拡大はする必要ないのではないかと考えております。今あります従来

どおりの審議会であったり、推進部会だったり、部会協議会とかございますんで、その中で検

討頂いてる部分でお願いできないかと思っております。それから、事業につきましてやってる

人が見ていますけども、第三者委員会みたいな形で、大学の教授だったり一般の方を入れます

と、かなり人件費がかかって、なおかつ事業が進むのに時間がかかってるようでございます。

それも１回２回じゃなくて数回ぐらい検討委員会をかけてその結果を見ますと、最終的にはコ

メントがたくさん書いてありまして、これ事業をストップするのかなと思ったら、答えは継続

っていう言葉で終わってますんで、継続になる、ならざるを得ないのかなと思いますので、そ

ういうあれは必要ないかなと私は考えております。以上でございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 一つ例えば上げるとするならば、住民提案型事業、これを毎年事務

事業評価するならば、外部の話が出たんですけれども、住民の方の意見を聞いて、更に次年度

いい事業にしようで考えたときに、利用されたことがある方の意見だったりとか、どういう評

価なのかっていうところを聞くことで、行政の中の人たちだけでは気づかない視点があって、

次事業に活かされたり、もしくは整理されたり、そういったところもあると思うんですね。そ

のたくさんの人からの意見をっていうことではなく、それに対応できる、そういった、人の意

見であったりとかを、それぞれの事業に合う人たちの意見を取り入れることも、事業の磨きを

かけるっていうところでは、できるのではないかなというふうに感じました。 

今回行政評価制度について質問したんですけれども、町民の皆さんに対して、税金が何に使

われ、どのような成果が生まれたのかを説明するためにも、行政評価の充実っていうのは避け

て通れない課題だと考えます。町としても、情報共有に努めて今後の町協働のまちづくりにつ

なげることが課題である、認識されているのであれば、町の規模や、人員体制に合った評価の

充実、運用を検討し、できる範囲で見える化を進めていくことが、行政の効率化や職員の業務

改善、更には町⾧のリーダーシップの根拠にもつながるのではないかと考えます。 

最後に伺います。行政評価制度について、今後、町⾧の方針としてはどのようにしていきた

いと考えているのか、そちらをお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい。今回その事業評価等について、ご質問いただきました。やっぱり

町民の皆さんが１番何をこれから求めているかというのは、行政がどういった運営をしていて、

そのためにはどういった予算が使われている。そして、どこに重点的に使われているか、どう

いった仕組みでそういったものが決まっているかということをやっぱり見えにくい部分があり

ますので、福山議員が今回質問していただきましたように、行政職員で分かることでも、町民

の皆さんに分かりにくいっていうことが多くありますので、そこを見える化っていうか、もう

少しこういった評価で、こういった事業が必要だからこういったことをやっていますというよ
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うな、そういった流れが分かるような公表といいますか、見える化を、もう少しずつでも総務

課⾧が言いましたとおり、一気に全てをするというのは恐らく難しいと思いますので、事業に

限ってということで、今提案型助成事業の話もありましたけれども、特に住民の皆さんが関心

を持たれている事業を絞って対応するとか、そういったことも含めながら、検討を進めていき

たいというふうに考えます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） では、２点目の「子育て交流拠点、全天候型屋内遊び場の充実につ

いて」の再質問に入ります。 

まず、ｕｋａｒａの一部スペースを活用し、自由遊びの場として活用を模索されているとい

うことですが、これについてどのような模索をされているのか。この件に関してのニーズ調査

というのはされているのかお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 質問の途中ですけど、１０分間休憩します。 

―――――――〇――――――― 

休憩 午後１時５0 分 

再開 午後２時００分 

―――――――〇――――――― 

〇議⾧（立山秀喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

執行部の答弁のほうでしたので、よろしくお願いします。まちづくり課⾧。 

〇まちづくり課⾧（田代由紀君） はい。先ほどの御質問は、ｕｋａｒａの一部スペースを活用

し、室内遊具を配置しているということで、どういう模索をしているか、また意見の把握をし

ているかっていうご質問だったかと思いますけれども、今年度開館で設置したばかりで、今、

インクルーシブ遊具というのを現在配置しておりますけれども、子どもの遊び場についてです

かね。インクルーシブ遊具ではなくて、はい、その件につきまして、まだ開館したばっかりと

いうことですので、今後必要であればそういったニーズ調査ですとか、意見を伺いながら検討

していきたいとは考えております。ただ芝生広場につきましても、そんなにあんまり広いとこ

ろではありませんし、室内にしても、広く遊具を置けるようなスペースでもございませんので、

できる限りの規模で考えていかなければいけないのかなっていうふうに考えております。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） ｕｋａｒａの自由遊びの場、今課⾧が言われたインクルーシブ遊具、

もう置いてあると思うんですけれども、現在オープンしてから、どういった方が利用して、ど

ういった声があるのかっていうのを、ただ調査していってほしいなというふうに感じます。そ

して町、答弁の中で、町内には小規模であるが、室内で遊べる施設が一部存在するということ

でした。それはどこなのか、また、その情報はどこまで浸透していると認識されているのかを

お尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 教育課⾧。 

〇教育課⾧（城野和則君） はい、小規模ですが、ふれあい広場の体育施設の中に、子どもの遊

び場専用の遊び場が設置してあります。利用人数についても、管理のほうでしっかり把握をし

ておりますけども、全体的にそういった場があるということが広く周知されているかというと、
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その辺についても確認がとれておりませんので、しっかりとそういう場が町民の方に把握され

ているのかどうかというのを改めて確認をしていきたいと思います。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 先ほど答弁の中で、アンケート調査で、町内遊び場に関する要望は

確認されていないとの答弁でした。そのアンケートは、町内遊び場について尋ねる問があった

のか、というのが疑問ではありますが、実際に雨天時や猛暑日に、町外へ遊びに行く家庭が多

いという実態があります。今回その件に関して、ニーズ調査や、実態把握を行う考えがあるの

か、町の考えをお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 教育課⾧。 

〇教育課⾧（城野和則君） 先ほど町⾧が答弁いたしました、ニーズ調査の部分については、そ

ういった項目は入っておりませんが、スポーツ推進計画を策定する中で、スポーツに対するニ

ーズ調査を行っております。アンケートの自由意見として子どもの遊び場や公園が少ないとい

う意見はありましたので、それについては総合運動公園の今回の整備の中で、遊具施設を設置

した遊び場を整備をしているところでございます。以上です。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） すいません、最後のほう、ごめんなさいもう一度いいですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 教育課⾧。 

〇教育課⾧（城野和則君） スポーツに関しては、アンケート調査を実施しておりまして、その

中で、数的な集計パーセンテージは出ておりませんけども、自由意見の中で、子どもの遊び場

公園が少ないというような意見は多く書かれておりましたので、そのご意見のもと、今回の総

合運動公園の整備計画の中で反映をさせていただいているところでございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 今のアンケートは外の話ですよね。屋内に関するアンケートでどう

ですか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 福祉課⾧。 

〇福祉課⾧（多田隈志保君） はい。南関町こどもまんなか計画の中でとりましたアンケートの

中には、屋内遊び場に限っての質問項目はございません。自由で書いていただくところに、屋

内遊び場についての特段の意見はございませんでした。以上でございます。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） ないということだったので、この件に関して今後、ニーズ調査や、

実態把握を行う考えがあるのかということをお尋ねしたいです。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい。屋内遊び場についてのアンケートかと思いますけれども、屋内遊

び場に限ってのアンケートというのはとる必要はないと思います。ほかのいろんなものの中で、

それに合わせて、そういった屋内での遊び場についてということでアンケートを一緒にとるべ

きかなと思いますんで、そういったことのアンケートに併せてすることで進めることができれ

ばと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 
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〇１番議員（福山美佳君） 今言ったニーズ調査、実態把握っていうのも、アンケートだけにこ

だわらなくてもいいのかなというふうに思います。いろんな方の声を聞いたり、公園を利用し

ている子たち、その家族に聞くなり、大がかりなアンケートではなくても町民の皆さんの声は

聞くことができるのではないかと思います。今回、こんな屋内の遊び場について質問してるん

ですけれども、この子育て世代の声として、私の聞く限りは、かなりの声を頂いているので、

まずは調査や情報収集からでもいいので、必要性の整理という面で着手していただけるのか、

その考えがあるのかをお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい、福山議員が複数というか、かなり何人かですね、そういった意見

を議員のほうにも届けていただいているということであれば、当然、町としてもそういった声

を聞く必要がありますので、進めていくことは、もちろん当然すべきだと思っておりますけど

も、先ほど申しましたとおり、それだけっていうことじゃなくて、ほかのところと併せながら、

そういったことを進めていきたいと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 答弁の中で、夏休み期間中の猛暑により、子どもが野外で遊ぶには

危険な日が増えており、町内の遊び場へのニーズが増しているのではないかと町⾧自身も感じ

ているとのことでした。実際夏休み期間、それ以外の猛暑日、雨天時は、子どもたちは外遊び

ができず、自宅や友達の家に行き、ゲームやユーチューブ等に夢中になっている子どもたちが

いるという現状があります。休日、お孫さんが遊びに来られる家庭でも、猛暑日、雨天時は町

内には思い切り体を使って遊ばせてあげられるところがないと。⾧洲町、荒尾市、大牟田市に

結局は連れ出している、そんな現状です。子育て世代のみだけではなく、子どもと関係する世

帯の現状を踏まえた上で、子育て交流拠点、全天候型屋内遊び場について、今後、検討する価

値がある課題として、位置づける認識はお持ちなのか。それについて考えを明確にしていただ

きたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい。全天候型の新たなそういった室内遊び場っていうのは、新設とい

うのは考えにくいと思います。ですので、答弁で申しましたとおり、これまでほかのことでも

言ってる、共通ですけども、いろんな施設がありますので、そういったものを含めて有効活用

できるような、全天候型というか室内の遊び場、それを併設するような形ですることは検討し

ていくべきかなと思います。多大なお金をかけてまでそういったものをつくっていくのかどう

かということは心配ありますので、いろんな今の施設活用型ということで検討させていただけ

ればと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） この遊びの町外流出を、町として問題視することにより、住民の満

足度であったり、移住定住の促進、交流人口増の話にもつながるのではないかと考えます。子

どもの数は年々減少し、少子高齢化が進む中ですが、持続可能な南関町として、発展していく

歩みを止めないでほしいと考えます。ｕｋａｒａという多世代交流拠点もグランドオープンし、

今年度は、総合運動公園も完成するということで、南関町は今、注目度がかなり上がっている
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のではないかと感じております。この後にも大津山団地の分譲宅地の計画、旧庁舎跡の地域優

良住宅の計画がある中、南関町を数ある町、市町村から選んでもらうためには、何が必要なの

かということを、今回の話以外の話も含めて十分に検討していっていただきたいと思います。 

私自身が議員としての約４年間の活動を通して、天候に関係なく、子どもたちが安心して体

を動かせる場所の必要性を痛感しました。財政も厳しい中ではあると思いますが、国県等の補

助金等の活用を視野に入れ、前向きな動きに期待したいと思います。全天候型、屋内遊び場は、

必ずしも、先ほど町⾧が言われたように、大規模な建設が必要なわけではなく、答弁で言われ

たように、既存の施設の活用、空き施設の部分改修、民間と連携した小規模スペースの確保な

ど、柔軟な方法があると思います。今回の質問は、整備するっていう考えを求めているのでは

なく、これから屋内の遊び場の確保に向けて、検討を進めるという方向性を示していただけな

いか。これについてお尋ねします。 

〇議⾧（立山秀喜君） 町⾧。 

〇町⾧（佐藤安彦君） はい、検討していくか、いかないかっていうのも、もちろん検討してい

きますということで、一つ、南関町がこれから、屋内のそういった遊び場をつくるっていうか、

お金をかけるとすれば、Ｂ＆Ｇ海洋センターが、今年度で特Ａランクが１０年になりました。

私が就任したときはＢクラスでしたけど、それから上がって特Ａを１０年継続しましたので、

１０年経つとまた補助金を頂きます。ですので、その補助金を活用して、エアコンシステムを、

Ｂ＆Ｇには付けることができるならばと思ってますので、そういった夏にも冬にも活用できる

ようなエアコンを使いながらできるような施設にすることができればとは一つ思ってますので、

ほかの施設も、暑いとき時が特にですけども、そういったのも必要でありますので、ぜひ、先

ほど議員も言われたとおり、町の単費じゃなくていろんな補助金を活用しながら、国、県だけ

じゃなくて、Ｂ＆Ｇとかいろんなものがありますので、そういったものを、総合的に活用しな

がら進めることができればと思います。 

〇議⾧（立山秀喜君） １番議員。 

〇１番議員（福山美佳君） 今回、この一般質問でお伝えしたかったのは、先ほども言いました

が、今すぐ整備してほしいということではなく、まず何よりも実際に多くの子育て世代やお孫

さんを持つ世代がそういう場を必要としていること、遊びの町外流出が起きていること、屋内

で安心して遊べる場所が町の魅力にもつながること、こうした声をしっかりと町に届けたいと

思いました。その上で、町として、必要性を認識し、今後、検討を進めるという前向きな姿勢を

示していただければ、それが大きな一歩につながると考えます。子育てしやすい町は、将来の

人口維持、地域の活力とも直結します。南関町の三つの柱、産み育てやすい環境の整備、ぜひ

早い段階からの検討に心から期待しまして、私の一般質問を全て終わります。 

〇議⾧（立山秀喜君） 以上で、１番議員の一般質問を終了します。 

これで本日の日程は全て終了しました。 

明日、３日は午前１０時に本会議場にご参集ください。 

これにて散会します。起立。 

―――――――〇――――――― 

散会 午後２時２６分 


